
 

 

 

福山東警察署駅前交番庁舎設計業務公募型建築プロポーザル説明書 

 

１ 趣旨 

現在の福山東警察署駅前交番は，昭和 45 年に建築され，長年にわたり市民に親しまれた建物ですが，

老朽化が進んでいる状況にあります。また，駐車スペースの確保が難しく，場所も分かりづらいといっ

た声もあったことから，福山駅に至近の公共用地を活用できるものとして，現在地から西方約 200ｍの

位置に移転整備を進める計画としました。 

福山駅前は，福山市が策定した「福山駅前再生ビジョン」（平成29年度策定）において，「“働く・住む・

にぎわい”が一体となった福山駅前」をめざす姿とし，また，「福山駅周辺デザイン計画」（令和元年度

策定）に基づき，備後圏域の玄関口にふさわしい，居心地が良く，歩いて楽しいウォーカブルな空間の

形成に取り組んでおり，移転用地はこのエリアに位置しています。 

一方，建物としての交番は，警察官が常に警戒体制を保ち，事件・事故など全ての警察事象に対応す

るための活動を行う拠点であるとともに，地理案内や落とし物の受理などの幅広い活動を行うことから，

地域の安全・安心を守る，県民にとって最も身近な警察施設でもあります。 

このように，本交番の整備に当たっては，地域の安全・安心の要として，交番の役割を最大限発揮さ

せる高い機能性はもとより，福山らしさを感じられ，また備後圏域の玄関口にふさわしい魅力を兼ね備

えた公共建築物を創造することが求められています。 

以上のことから，福山東警察署駅前交番庁舎の設計者選定にあたり，公募型プロポーザル方式により，

技術力や創造力はもとより，柔軟な発想力にも優れた設計者を広く募集します。 

 

 

 

【審査部会長からのメッセージ】 

 

交番とは明治時代に日本で発明されたものであると聞いたことがあります。私たち日本人にと

って当たり前の存在になっている交番，警察官が常駐する場所をまちの要所要所に配置するシス

テムなのですが，たしかに，海外では見たことがありません。海外の映画などでも警察官といえ

ば車でひたすら巡回しているイメージを思い浮かべます。では，巡回だけの場合と交番があるこ

との違いとは何でしょうか。交番周辺をいつでも見守っているという安心感や，市民が困りごと

の相談をしに行くことのできる場所を提供していることなどがあると思います。特に後者は，家

庭をはじめとする小さな社会の中で起きる事件が多くなっていることを考えても，社会から強く

求められている機能の一つだと思います。 

交番というユニークな存在が現代において何を提供しているのか，何に可能性があるのかを的

確にとらえ，その存在を支える建築の提案を期待します。また，福山駅周辺に広がりつつあるま

ちづくりと連携する建築となることもお願いします。 

乾久美子 
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２ 業務の概要 

(１) 業務名 

福山東警察署駅前交番庁舎新築工事に伴う基本設計及び実施設計 

 (２) 業務内容等 

ア 業務内容 福山市三之丸町 12-15 に整備する福山東警察署駅前交番庁舎の新築工事に伴う基本設

計及び実施設計 

イ 業務場所 福山市三之丸町 12-15 

ウ 履行期間 契約締結の翌日 ～ 令和４年５月 11日（水） 

(３) 参考業務規模 

本業務の参考業務規模は，4.8 百万円程度（税込み）を上限としています。 

(４) 設計方針等 

ア 特記仕様 

別紙８「建築設計業務委託特記仕様書（案）」のとおりです。 

イ 建設工事費 

建設工事費は，約 85百万円（税抜き）（建築工事，各種設備工事，及び外構工事（計画敷地内の

花壇等既存工作物の撤去，樹木の撤去，整地工事等を含む。））を想定しており，設計金額を予定工

事費内に納めてください。 

なお，工事中の東側隣接地（福山市営駐車場）の使用可否については，福山市と協議中であるた

め，概算工事費は計画敷地内での作業を前提として算出すること。 

受注者の責めに帰すべき事由により，履行期間内に予定工事費内に納まった設計図書の納品がで

きない場合は，損害賠償の請求や契約解除を行うことがあるので留意してください。 

ウ 評価テーマ 

① テーマ１「親しみやすさと力強さを備えた機能的な施設づくり」について 

交番には，地理案内や落とし物の届け出など，日々，多くの方が訪れるため，利用しやすい明快

な動線が求められる一方で，相談業務などのプライバシーの保護が必要な業務も取り扱うため，関

係諸室の配置には工夫が求められます。加えて，駅前交番は，女性警察官が配置される「女性安全

ステーション」でもあることから，女性が気軽にかつ安心して訪問，相談ができるよう，親しみや

すい環境づくりにも配慮が必要です。 

さらに，本交番は車路に囲まれたアイランド型の敷地内に整備することとなるため，アプローチ

動線上の配慮やドライバーの視線誘導などに対する顧慮も求められます。 

また，交番では，交替制の警察官が 24 時間 365 日勤務しますが，事件・事故などへの対応によ

り，庁舎内の勤務員が少人数となる状況も想定されるため，勤務員の安全な職務執行を支える十分

なセキュリティと対策を講じておく必要があります。 

そこで，来庁者の動線とセキュリティ範囲を踏まえた，機能的な庁舎配置及び諸室配置などにつ

いて提案してください。 

 

② テーマ２「周辺環境と調和し警察らしさを感じさせる魅力ある施設づくり」について 

新たな駅前交番は，福山駅に隣接した視認性の高い場所に位置しています。 

敷地の北側には鉄道高架を挟んで福山城公園があり，敷地の南側は，ホテルや飲食店舗が集積し

ているほか，新たに多様な人々が集い憩える都市型公園のような空間を整備する三之丸町地区優良
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建築物等整備事業による再生が進められています。 

また，近接する駅前広場は，交通結節機能を強化するとともに，魅力と賑わいのあるウォーカブ

ルな空間に転換するため，令和 3 年度から官民が連携して再整備に向けた検討を始めることとなっ

ています。 

このような中，この新しい交番については，地域に根ざした警察活動の拠点として，外観は認識

がし易く，地域資源を生かした色彩や資材など福山らしさの感じられるものとするとともに，地域

に開かれた明るい警察がイメージできるデザインを取り入れることが求められます。 

そこで，外構も含め周辺環境と調和を図りつつ，周辺エリアとの回遊性を生み出し，警察らしさ

を感じさせる魅力ある交番施設を提案してください。 

 

３ 審査方法 

審査は２段階選抜方式とします。 

審査段階 審査の方法 選 定 

１次審査 
参加表明書及び簡易提案書（以下「参加表明

書等」という。）により審査を行います。 
５者程度を選定 

２次審査 
技術提案書のプレゼンテーション及び質疑

応答により審査を行います。 
特定者及び次点者各１者を特定 

各審査段階の詳細は，「９ １次審査」及び「11 ２次審査」をご覧ください。 

 

４ 日程 

項 目 日 程 

公募型建築プロポーザル 公示 令和３年４月 23 日（金） 

質問書提出期限 令和３年５月 12 日（水） 

参加表明書等の提出期限 令和３年５月 21 日（金） 

１次審査の結果発表 令和３年６月中旬 

技術提案書の提出期限 令和３年７月９日（金） 

２次審査（公開ヒアリング） 令和３年７月 26 日（月） 

２次審査の結果発表 令和３年８月中旬 

 

５ 建築設計者選定委員会 

技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定に係る審査は，広島県建築設計者選定委員会福山東

警察署駅前交番庁舎審査部会（委員は別紙１を参照）が行います。 

 

６ 担当課 

〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号  

広島県土木建築局営繕課（営繕企画グループ） 

電話：082－513－2311 ファクシミリ：082－224－6411 

電子メール：doeizen＠pref.hiroshima.lg.jp 

※ 本プロポーザルに関しての問い合わせは担当課に行うこととし，施設管理者へ直接問い合わせるこ

とは厳に禁止します。 
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７ 参加表明書等の提出者の資格要件 

（１）参加に対する制限 

ア 本プロポーザルには，単体事務所及び設計共同体が参加できるものとします。なお，参加表明書

等及び技術提案書の提出は，１単体事務所につき１申請（設計共同体の場合は１設計共同体につい

て１申請）とします。 

イ 単体事務所及び設計共同体は，業務の一部を協力事務所に再委託することができます。ただし，

総合の分担業務分野は再委託できません。 

ウ 単体事務所及び設計共同体の構成員は，他の設計共同体の構成員，又は，他の単体事務所若しく

は他の設計共同体の協力事務所として，本プロポーザルに参加することはできません。 

エ 本建築設計者選定委員会の委員又は委員が関係する建築士事務所に所属する者は，本プロポーザ

ルに参加することはできません。 

（２）参加表明書等及び技術提案書の提出者に要求される資格 

  ア 単体事務所の場合 

（ア）建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく，一級建築士事務所の登録を受

けた者であること。 

（イ）広島県の令和３・４年度の測量・建設コンサルタント等業務（建築関係建設コンサルタント業

務）の「建築一般」又は「意匠」の入札参加資格の認定を受けていること。 

ただし，この公示の日において認定されていない者であっても，技術提案書の提出期限までに

令和２年９月 28日付け告示第 1027号の定めに従って当該入札参加資格の認定を受けることを条

件として，この要件を満たしているものとして取り扱う（入札参加資格の認定を受けていない者

の認定申請は，１次審査結果の発表後（令和３年６月下旬以降）に受付を行います）。 

（ウ）この公示の日から契約までの間のいずれの日においても，広島県の指名除外措置を受けていな

いこと。 

（エ）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

（オ）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）又は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を

申請した場合，裁判所からの更生手続開始決定がされている者であること。 

イ 設計共同体の場合 

（ア）構成員の数は２者であること。 

（イ）構成員の代表者（以下「代表構成員」という。）は，設計共同体において中心的役割を担う履行

能力を持ち，かつ出資比率が大きい者であること。 

（ウ）構成員（代表構成員を含む。）は，ア（ア）から（オ）に掲げる条件を全て満たす者であること。 

（３）配置する技術者に要求される資格 

ア 「建築設計業務等委託契約約款」第 14 条に基づく管理技術者（以下「管理技術者」という。）１

名を配置することとし，当該技術者は一級建築士であること。 

イ 管理技術者の下に，次表の分担業務分野に示す主任担当技術者を各１名配置すること。 

ただし，単体事務所の場合は，管理技術者と総合の分担業務分野を担当する主任担当技術者（以

下「総合主任担当技術者」という。）のみ，兼務することを可とする。 
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分担業務分野 業務内容 

総 合 
建築物の意匠に関する設計並びに意匠，構造，設備に関する設計を

とりまとめる設計 

構 造 建築物の構造に関する設計 

電 気 建築物の電気設備等に関する設計 

機 械 建築物の給排水衛生設備，空調換気設備等に関する設計 

積 算 建築物の各分野における設計に関する積算 

注）主任担当技術者とは，管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役

割を担う者とします。 

ウ 管理技術者は参加表明者の組織（設計共同体の場合は，代表構成員に限る。）に所属していること。

また，総合主任担当技術者は，参加表明者の組織（設計共同体の場合は，代表構成員以外の構成員

に限る。）に所属していること。 

オ 総合以外の分担業務分野を担当する主任技術者は，協力事務所に所属する者としても差し支えな

い。 

（４）協力事務所に要求される資格等 

この公示の日から契約までの間のいずれの日においても，県の指名除外措置を受けていないこと。 

 

８ 参加表明書の作成等 

（１）参加表明書等の提出 

本プロポーザルに参加しようとする者は，参加表明書等を担当課に提出してください。 

ア 受付期間 

令和３年４月 26 日（月）～令和３年５月 21日（金）まで 

イ 提出場所及び方法 

担当課へ持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。以下同じ。）してください。

提出に要する費用の負担は提出者の負担となります。 

持参される場合は受付期間の広島県の休日を定める条例（平成元年条例第２号）に基づく県の休

日（以下「休日」という。）を除く毎日９時から 17時までとします。（郵送の場合には５月 21日（金）

17 時必着とします。） 

ウ 提出書類 

（ア）参加表明書（様式１から様式５）を各１部（左綴じ），簡易提案書等（様式６及び様式７）を 15 

部（カラー使用可）及び電子データ（様式１から様式５：Excel，添付資料：PDF，様式６及び様

式７：PDF）を CD-R に保存したもの１部を揃えて，提出してください。 

なお，簡易提案書等（様式６及び様式７）の各１部の裏面に提出者名を記載することとし，残

りの 14 部及び全ての表面には提出者（協力事務所を含む。）を特定することができる内容の記述

（具体的な社名等）はしないでください。 

（イ）設計共同体の場合には，設計共同体結成届（様式８から様式 10）を各１部（左綴じ），及び電

子データ（様式８及び様式 10：Excel，様式９：PDF）を CD-R に保存したもの１部を揃えて，併

せて提出してください。 
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（２）記載上の留意事項 

各様式とも１枚に収めてください。書類の作成に用いる言語は日本語，通貨は日本円，単位は日本

の標準時及び計量法（平成４年法律第 51 号）によってください。 

文章の文字サイズは 10.0 ポイント以上，イメージ図等の注釈は 6.0 ポイント程度以上とし，判読

できるものとしてください。 

簡易提案書（様式６）の作成に当たっては，プロポーザルの主旨に沿い，文章を補完するための写

真，イラスト，イメージ図等の使用は認めます。 

提出書類について，この説明書及び別紙の書式に示された条件に適合しない場合は無効とすること

があります。 

ア 参加表明書 

（ア）様式１（参加表明書） 

提出者及び作成者を記載してください。 

また，提出者としての資格要件等を満たしている場合は，□にチェックを記載してください。 

なお，広島県の令和３・４年度の測量・建設コンサルタント等業務（建築関係建設コンサルタ

ント業務分野）の「建築一般」又は「意匠」の部門に係る入札参加資格の認定を受けている場合

は，登録番号を記載してください。 

（イ）様式２（提出者（設計事務所）の経歴等） 

提出者（設計共同体の場合は構成員ごと）について，次のとおり記載してください。 

設計共同体の場合は，構成員の名称も記載してください。 

①  名称 

提出者（設計共同体の場合は，設計共同体）の名称を記載してください。 

②  提出者の業務の実績 

提出者の平成 23 年５月以降の業務で公示日までに業務完了しているものの実績を，２件記載

してください。 

なお，再委託を受けた業務の場合，発注者欄に契約相手方を記載し，事業主を( )書きしてくだ

さい。 

（ウ）様式３（管理技術者の経歴等） 

管理技術者について，次のとおり記載してください。 

①  氏名 

技術者の氏名を記載してください。 

②  所属，役職 

技術者の所属する組織及び役職を記載してください。 

③  保有資格 

技術者の保有する一級建築士の登録番号を記入するとともに，資格を証明する書類（免許証

の写し等）を提出してください。 

④  業務の実績 

管理技術者が担当した平成 23 年５月以降の業務で公示日までに業務完了しているものの実

績を，２件まで記載してください。ただし，増築工事の場合は，増築部分を対象として記載し，

複合用途の建築物の場合は，全体部分と各用途部分の内訳が分かるように記載してください。 
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⑤ 受賞歴 

建築関係建設コンサルタント業務のうち，別紙４に掲げる受賞歴（建設することを前提とし

たものを対象とし，イメージ・コンペやアイデア・コンペは対象としません。以下「受賞歴」

という。）があるものについて，賞の名称，受賞年月，対象施設の名称，施設用途及び規模・構

造並びに従事した立場を記載するとともに，受賞実績がわかるもの（賞状のコピー，掲載され

た雑誌のコピー等）を添付してください。 

なお，受賞歴は３件まで記載してください。 

（エ）様式４－１，４－２，４－３，４－４，４－５（主任担当技術者の経歴等） 

主任担当技術者別に，様式３と同様に記載してください。 

ただし，「③ 保有資格」については，技術者の保有する資格のうち，次の資格評価表に記載さ

れた当該分野の資格を記載してください。 

内容に相違がないことを証明者の責任において確認することとし，当該資格を証明する書類

（資格者証の写し等）の添付は求めません。 

 

資格評価表 

分担業務分野 評価する技術者資格 

総 合 
一級建築士 

二級建築士 

構 造 

構造設計一級建築士 

一級建築士 

二級建築士 

電 気 

設備設計一級建築士 

一級建築士，建築設備士， 

技術士（業務に係るものに限る※１）  

一級電気工事施工管理技士 

二級電気工事施工管理技士 

機 械 

設備設計一級建築士 

一級建築士，建築設備士， 

技術士（業務に係るものに限る※２） 

一級管工事施工管理技士 

二級管工事施工管理技士 

積 算 
建築コスト管理士 

建築積算士 

    ※１ 分担業務分野の電気に係る技術士については，第二次試験のうち技術部門を電気・電子

部門又は総合技術監理部門（選択科目を電気・電子部門に係るものとするものに限る）

に合格したものに限る。 

※２ 分担業務分野の機械に係る技術士については，第二次試験のうち技術部門を機械部門

（選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る），上下水道部門，衛生工学

部門又は総合技術監理部門（選択科目を機械部門（「流体工学」又は「熱工学」とするも

のに限る），上下水道部門又は衛生工学部門に係るものとするものに限る）に合格したも
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のに限る。 

（オ）様式５（協力事務所の名称等） 

業務の一部を再委託する場合には，協力事務所の名称，再委託する理由及び内容等を様式に従

い記入してください。 

イ 簡易提案書等 

（ア）様式６（簡易提案書：業務実施方針及び手法等） 

（書式Ａ４版片面１枚，字の大きさ 10.0 ポイント以上，カラー使用可能） 

業務の実施方針，取組体制，設計チームの特徴，特に重視する設計上の配慮事項（コスト管理，

デジタル技術の活用，その他。評価テーマに対する内容は除く。）を簡潔に記述してください。 

また，「２（４）ウ 評価テーマ」の２つのテーマに対応した計画の考え方について明確に記述し

てください。 

（イ）様式７（過去の作品）（評価対象ではありませんが，審査する際の参考とします。） 

管理技術者及び総合主任担当技術者が，それぞれ携わった設計業務のうち，平成 23年５月以降で

公示日までに竣工している建築物を各１件選び記載してください。 

なお，単体事務所の管理技術者が総合主任担当技術者を兼務する場合は，１件のみを選び記載し

てください。 

建物概要（施設用途，延床面積及び構造階数等），総工事費及び㎡当り単価，その他（配置図，平

面図，立面図，透視図，写真，設計意図等）必要と考えるものについて，各１件を本様式（Ａ３版

片面１ 枚）にまとめて記載してください。 

ウ 設計共同体結成届 

（ア）様式８（設計共同体結成届） 

設計共同体でプロポーザルに参加する場合（以下「設計共同体の場合」という。）に作成してく

ださい。 

（イ）様式９（設計共同体協定書） 

設計共同体の場合には協定を締結することとし，協定書の写しを提出してください。 

（ウ）様式 10（設計共同体の取組体制） 

設計共同体の場合，構成員の担当する業務内容を明確に記述してください。 

 

９ １次審査 

建築設計者選定委員会で，提出された参加表明書等の評価を行い，２次審査に進む１次審査通過者を

選定します。 

（１）評価基準等 

ア １次審査の評価基準等 

別紙２「１次審査の評価基準」のとおりです。 

イ １次審査通過者の選定者数 

５者程度を選定します。 

（２）選定結果の通知 

令和３年６月下旬 

１次審査通過者には直接通知し，２次審査の案内を併せて行います。 

なお，選定結果（選定された提出者名）は別紙５の様式で，１次審査通過者を県ホームページに掲
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載するなど，公表することとしています。 

 (３) 非選定理由に関する事項 

ア 参加表明書等を提出した者のうち，１次審査通過者として選定されなかった者に対しては，選定

されなかった旨とその理由（非選定理由）を書面（非選定通知書）により通知します。 

イ アの通知を受けた者は，通知をした日の翌日から起算して７日（広島県の休日を定める条例（平

成元年広島県条例第２号）に基づく県の休日を除く。以下，「休日」という。）以内に，書面（様式

は自由）により，広島県知事に対して非選定理由について説明を求めることができます。 

ウ イの回答は，説明を求めることが出来る最終日の翌日から起算して 10 日（休日を除く）以内に

書面により行います。 

エ 非選定理由の説明を求める書面の受付場所及び受付時間は次のとおりです。 

(ア) 受付場所 担当課に同じ 

(イ) 受付時間 ９時から 17 時まで（休日を除く） 

 

10 技術提案書の作成等 

（１）技術提案書の提出 

１次審査通過者で，技術提案書の提出を希望する者は，技術提案書を担当課に提出してください。 

ア 受付期間 

令和３年７月５日（月）～令和３年７月９日（金）まで 

イ 提出場所及び方法 

担当課へ持参又は郵送してください。提出に要する費用の負担は提出者の負担となります。 

持参される場合は受付期間の休日を除く毎日９時から 17 時までとします。 

（郵送の場合には７月９日（金）17 時必着とします。） 

ウ 提出書類 

（ア）技術提案書（様式 11）を 1 部，技術提案書（様式 12及び様式 13）を 15部（左綴じ，カラー

使用可），技術提案書（様式 12（Ａ２拡大版））を１部及び電子データ（様式 11 及び様式 13：Excel，

様式 12：PDF）を CD-R に保存したもの１部を揃えて，提出してください。 

なお，技術提案書（様式 12 及び様式 13）の１部の裏面には提出者名を記載することとし，残

りの 14 部及び全ての表面には提出者（協力事務所を含む。）を特定することができる内容の記述

（具体的な社名等）はしないでください。 

また，技術提案書（様式 12（Ａ２拡大版））の裏面には提出者名を記載することとし，表面に

は提出者（協力事務所を含む。）を特定することができる内容の記述（具体的な社名等）はしない

でください。 

（イ）広島県の「建築一般」又は「意匠」の部門に係る一般競争又は指名競争入札参加資格の認定を

受けていない場合は，令和３・４年度 測量及び建設コンサルタント等業務競争入札参加資格審査

に必要な書類を県ホームページからダウンロードし，必要事項を記入したうえで必要書類を添付

した申請書を，「６ 担当課（広島県土木建築局営繕課）」に提出してください。提出書類を審査し

たうえで，資格要件を満たす場合は入札参加資格の認定を行います。（入札参加資格の認定を受け

ていない者の認定申請は，１次審査結果の発表後（令和３年６月下旬以降）に受付を行います）。 

記入要領等不明な点がある場合には，広島県土木建築局建設産業課入札制度グループ（082-

513-3821）にお問い合わせください。 

なお，技術提案書提出期限までに，当該入札参加資格認定が受けられない場合は，本プロポー
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ザルへの参加資格要件はないものとします。 

県ＨＰ：https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/tyoutatu-hp/k02/k02nyusatu-sinsei.html 

（２）記載上の留意事項 

各様式とも１枚に収めてください。書類の作成に用いる言語は日本語，通貨は日本円，単位は日

本の標準時及び計量法（平成４年法律第 51 号）によってください。文章の文字サイズは 8.0 ポイ

ント以上，イメージ図等の注釈は 6.0 ポイント程度以上とし，判読できるものとしてください。技

術提案書（様式 12）の作成に当たっては，プロポーザルの主旨に沿い，文章を補完するための写真，

イラスト，イメージ図等の使用は認めます。提出書類について，この説明書及び別紙の書式に示さ

れた条件に適合しない場合は無効とすることがあります。 

ア 技術提案書 

（ア）様式 11（技術提案書） 

技術提案書の提出者が，他の建設コンサルタント等の協力を得て，又は学識経験者の援助を受け

て業務を実施する場合には，技術提案書にその旨を明記してください。 

（イ）様式 12 (評価テーマに対する提案) 

カラー使用可とし，評価テーマについて，Ａ３版片面１枚（横使い）にまとめてください。 

「２（４）ウ 評価テーマ」の２つのテーマに対する技術提案を記述してください。 

（ウ）様式 13（概算工事費等） 

概算工事費，概算工事費内訳，構造種別，施工床面積等を様式に従い記入してください。 

（必ずすべて記入してください。） 

 

11 ２次審査 

１次審査通過者について，建築設計者選定委員会で，ヒアリングを実施した上で，提出された技術提

案書の評価を行い，設計者の候補者（以下「候補者」という。）として，特定者１名，次点者１名を特定

します。 

（１）ヒアリングの実施 

令和３年７月 26 日（月）（予定） 

ヒアリングは技術提案書のプレゼンテーション及び質疑応答により行います。なお，ヒアリングは

公開で行います。 

ヒアリングにおいては，プレゼンテーションを補完するために必要な最低限の模型を使用すること

も可とします。 

ヒアリングを行った者には，ヒアリングにおける技術提案書のプレゼンテーション及びその準備に

係る費用として，10 万円を支払います。ただし，設計者として契約を締結した者，失格者及びヒアリ

ングを辞退した者は除きます。 

ヒアリングの詳細は，１次審査通過者に別途連絡します。 

なお，ヒアリング会場において，様式 12（Ａ２拡大版）を掲示し，公表する予定です。 

（２）２次審査の評価基準等 

別紙３「２次審査の評価基準」のとおりです。 

（３）特定結果の公表 

令和３年８月中旬 

なお，特定結果（特定された提出者名等）は別紙６の様式で，簡易提案書（様式６）及び技術提案
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書の一部（様式 12）と合わせて県ホームページに掲載するなど，公表することとしています。 

 

（４）非特定理由に関する事項 

ア 提出した技術提案書が特定されなかった者に対しては，特定されなかった旨とその理由（非特定

理由）を書面により通知します。 

イ アの通知を受けた者は，通知した日の翌日から起算して７日（休日を除く）以内に，書面（様式

は自由）により，広島県知事に対して非特定理由について説明を求めることができます。 

ウ イの回答は，説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日（休日を除く）以内に

書面によって行います。 

エ 非特定理由の説明を求める書面の受付場所及び受付時間は次のとおりです。 

(ア) 受付場所 担当課に同じ 

(イ) 受付時間 ９時から 17 時まで（休日を除く） 

 

12 現地調査 

敷地を見学するための現地調査日は設けません。敷地外から現地を見学することは常時可能です。 

なお，施設管理者へ直接問い合わせることは厳に禁止します。 

 

13 説明書に関する質問の受付及び回答 

(１) 質問の受付 

質問は，質問内容を簡潔にまとめ，郵送，ファクシミリ又は電子メールで担当課へ提出してくださ

い。 

なお，質問書には，担当の部署，担当者氏名，電話，ファクシミリ番号及び電子メールを併記して

ください。 

(２) 質問の受付期間 

令和３年４月 26 日（月）から令和３年５月 12 日（水）まで 

（郵送の場合は令和３年５月 12 日（水）17 時必着とします。） 

(３) 質問に対する回答 

質問に対する回答は，順次，県ホームページ上に掲載します。 

なお，最終回答は，令和３年５月 14 日（金）までに県ホームページ上に掲載します。 

 

14 契約書作成の要否等 

本業務の契約は，県と設計者の２者契約とし，候補者と見積もり合わせのうえ，契約書を作成するも

のとします。「契約書（案）」等，「建築設計業務委託特記仕様書（案）」及び「委託範囲及び設計図作成

要領」は別紙７－１から別紙７－３及び別紙８のとおりです。 

なお，契約書の締結は令和３年９月を予定しています。 

 

15 その他の留意事項 

(１) 本業務によって設計される工事については，設計者に設計意図伝達業務等を別途委託する予定とし

ています。 

(２) 手続において使用する言語及び通貨 
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日本語及び日本国通貨に限ります。 

(３) 業務の実績及び過去の受賞歴については，日本国内の業務の実績及び受賞歴をもって判断するもの

とします。 

(４) 提出期限までに参加表明書等が到達しなかった場合及び技術提案書の提出者として選定された旨

の通知を受けなかった場合は，技術提案書を提出できないものとします。 

(５) 参加表明書等及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は，提出者の負担とします。 

（６）ヒアリングを行った者には，ヒアリングにおける技術提案書のプレゼンテーション及びその準備に

係る費用として，10 万円を支払います。ただし，設計者として契約を締結した者，失格者及びヒアリ

ングを辞退した者は除きます。 

(７) 提出された参加表明書等及び技術提案書は返却しません。 

(８) 提出された技術提案書の著作権は，その提出者に帰属することとします。 

(９) 提出された参加表明書等は，技術提案書の提出者の選定以外に提出者に無断で使用しません。 

ただし，選定に必要な範囲において複製を作成することがあります。 

（10）県は，本プロポーザルについて，公表（ホームページ等）や技術提案書等の展示などを予定してい

ます。 

(11) 提出された簡易提案書（様式６）及び技術提案書の一部（様式 12）は，技術提案書の特定後，特定

及び次点に限らず，すべて県ホームページ等に掲載することとしています。 

(12) 参加表明書等及び技術提案書の提出は，１参加企業につき１申請（設計共同体の場合は１設計企業

体について１申請）とします。 

(13) 提出期限以降における参加表明書等及び技術提案書の差替え及び再提出は認めません。 

また，参加表明書等及び技術提案書に記載した配置予定技術者は，原則として変更できません。た

だし，病気，死亡，退職等のやむをえない理由が生じた場合には，変更できるものとするが，同等以

上の技術者であるとの発注者の承諾を得なければなりません。 

(14) 参加表明書等及び技術提案書に虚偽の記載があった場合には，参加表明書等又は技術提案書を無効

とするとともに，虚偽の記載をした者に対して指名除外を行うことがあります。 

(15) 施設管理者へ電話等により直接問い合わせることは厳に禁止します。 

（16）特定者は，県からの要請を受けた場合，県内の建築に関係する学生（若干名）を事務所に受け入れ，

業務に支障のない範囲内で，本業務に関する事務において勉学の場を提供するものとします。 

(17) 本業務を受注した建設コンサルタント等（協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。）が製

造業及び建設業と資本・人事面等において関連があると認められる場合，当該関連を有する製造業及

び建設業の企業は，本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請負うことはできません。 

(18) 本建築設計者選定委員会の委員及び委員が関係する建築士事務所に所属する者は，本プロポーザル

に参加できないこととします。 

（19）技術提案書（様式 12）の作成にあたっては，「２ 業務の概要（４）設計方針等」を参考としてく

ださい。なお，各提案書における設計方針との整合性については，評価に際し考慮されますが，失格

要件ではありません。ただし，設計金額は予定工事費内に納めてください。 

(20) 提出者（提出を予定している者を含む。）又はその関係者は，技術提案書の提出者の選定及び技術提

案書の特定に関して，建築設計者選定委員会の委員に接触することを禁止し，接触の事実が認められ

た場合には，失格とすることがあります。 

(21) 本業務は，プロポーザル方式により設計者を選定するものであるため，具体的な設計内容は，技術
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提案書に記載された内容を反映しつつ発注者との協議に基づいて決定するものとします。 

(22) 今後の社会情勢や財政事情の変化，その他不可抗力等により，本プロポーザルの日程及び事業計画

が変更又は中止される場合があります。この場合，参加者に対して県は一切の責任を負わないものと

します。 

（23）提出者は，参加表明書等の提出をもって，本説明書及び添付資料に記載の内容について承諾したも

のとし，「９ １次審査（３）イ」，「11 ２次審査（４）イ」 以外の審査方法や審査結果等に対する

異議申し立て等は受け付けませんので，ご了承願います。 

（24）提案にあたっては，別紙９に示す計画等（福山市駅前再生ビジョン，福山市景観計画等）を十分に

考慮してください。 

（25）参考として過去に実施した広島中央警察署本通交番庁舎の建築設計プロポーザルの関連資料のリン

ク先を別紙 10に示します。 
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別紙１ 

 

広島県建築設計者選定委員会福山東警察署駅前交番庁舎審査部会委員一覧 
 

 

委員区分 氏 名 役 職 等 

外部委員 乾
いぬい

 久美子
く み こ

 乾久美子建築設計事務所主宰／横浜国立大学大学院 Y-GSA 教授 

外部委員 小野田
お の だ

 泰明
やすあき

 東北大学大学院 教授 

外部委員 渡邉
わたなべ

 一成
かずなり

 福山市立大学 教授／福山駅前デザイン会議委員 

内部委員 高坂
こうざか

 裕
ゆう

治
じ

 広島県警察本部 総務部施設課長 

内部委員 的場
ま と ば

 弘明
ひろあき

 広島県土木建築局 総括官（建築技術） 
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別紙２ 

１次審査の評価基準 

【福山東警察署駅前交番庁舎】 

 

評価項目 評価の着目点 

参加表明書 

提出者の平成 23年５月以降の業務の実績 

（過去 10年間の実績のうち２件を対象とする。) 

技術者の資格 主任担当技術者 

総合 

構造 

電気 

機械 

積算 

技術者の平成 23年５月以降の設計業務の実績 

(過去 10年間の実績のうち２件を対象とする。) 

管理技術者 

主任担当技術者 

総合 

構造 

電気 

機械 

積算 

過去の受賞歴 
管理技術者 

主任担当技術者 総合 

簡易提案書 
業務における総

合的な提案内容 

・業務の理解度及び取組意欲 

業務内容，業務背景，手続の理解度及び積極性 

 

・業務の実施方針及び手法 

業務の実施方針，業務への取組体制，設計チームの特徴，特に重視する設計

上の配慮事項（コスト管理，デジタル技術の活用，その他。評価テーマに対

する内容は除く。）の的確性，独創性，実現性 

 

・評価テーマに対する提案 

次の①～②のテーマに対する提案の的確性（与条件との整合性がとれている

か等），独創性（工学的知見に基づく独創的な提案がされているか等），実現

性（提案内容が理論的に裏づけされており，説得力のある提案となっている

か等） 

 

① テーマ１「親しみやすさと力強さを備えた機能的な施設づくり」について 

② テーマ２「周辺環境と調和し警察らしさを感じさせる魅力ある施設づくり」

について 

 

参加表明書に記載の提出者及び技術者の実績・資格等を踏まえ，主として簡易提案書により，総合的に

評価する。 
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別紙３ 

２次審査の評価基準 

【福山東警察署駅前交番庁舎】 

 

評価項目 評価の着目点 

技術提案書 
評価テーマに対する

技術提案 

次の①～②の評価テーマに対する的確性（与条件との整合性がとれて

いるか等），独創性（工学的知見に基づく独創的な提案がされているか

等），実現性（提案内容が理論的に裏づけされており，説得力のある提

案となっているか等） 

 

① テーマ１「親しみやすさと力強さを備えた機能的な施設づくり」に

ついて 

② テーマ２「周辺環境と調和し警察らしさを感じさせる魅力ある施設

づくり」について 

 

○概算工事費について 

概算工事費が予定工事費内に納まっており，実現性（提案内容が理論的

に裏づけされており，説得力のある提案となっているか等）があるとと

もに，合理的な提案となっていること。 

上記に記載の評価項目に係る評価の着目点に基づき，総合的に評価する。 
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別紙４ 

建築業界における公的又は公益的機関の主たる賞について 

主  催  者 賞 名 称 

一般社団法人日本建築学会 

日本建築学会賞（作品） 

日本建築学会作品選奨 

日本建築学会作品選集新人賞 

公益社団法人日本建築家協会 

ＪＩＡ日本建築大賞 

ＪＩＡ優秀建築賞 

ＪＩＡ新人賞 

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 

日事連建築賞・国土交通大臣賞 

日事連建築賞・日事連会長賞 

日事連建築賞・優秀賞 

公益社団法人日本建築士会連合会 
日本建築士会連合会賞・優秀賞 

日本建築士会連合会賞・奨励賞 

一般社団法人日本建設業連合会 ＢＣＳ賞 

一般社団法人公共建築協会 

公共建築賞 

公共建築賞・特別賞 

公共建築賞・優秀賞 

  

※ それぞれの団体の各支部等が実施する賞も含みます。 

※ 建設することを前提としたものを対象とし，イメージ・コンペやアイデア・コンペは対象としま

せん。 

※ 上記以外の賞については，ＦＡＸ又は電子メールで，担当課へ問い合わせてください。 

 

担当課 広島県土木建築局営繕課（営繕企画グループ） 

電話：０８２－５１３－２３１１ ＦＡＸ：０８２－２２４－６４１１ 

電子メール：doeizen@pref.hiroshima.lg.jp 
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次
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付
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提
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 ２
 

参
加

表
明

書
提

出
者

数
 

 

 ３
 

審
査

日
（

広
島
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３
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１

２

３

至

４ ￥

￥ ）

５ 契約保証金

６ 別紙特約事項のとおり

年 月 日

発注者 広　　島　　県

代表者　広島県知事  湯 﨑 英 彦 印

受注者

住所

氏名 印

平成

自

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

  この契約の締結を証するため，契約書２通を作成し，当事者記名・押印の上，各自その１
通を所持する。

平 成 年 月 日

平 成 年 月 日

  上記の委託業務について，発注者と受注者とは，各々の対等な立場における合意に基づい
て，別紙の条項によって委託契約を締結し，信義に従って誠実にこれを履行するものとす
る。

特 約 事 項

履 行 期 間

業 務 委 託 料

印紙

建 築設 計業 務等 委託 契約 書 ( 案 )

委託業務の名称

委託業務の場所

令 和 

令 和 

別紙７-１ 

 

令 和 

令和 
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（建築関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）H28.04 版 

特 約 事 項 

（測量・建設コンサルタント等業務用） 

１ 低価格入札者と契約する場合の措置 

測量・建設コンサルタント等業務における低入札価格調査制度事務取扱要綱第１０条第１項

各号の適用 

有  ・  無 
 
２ 再委託等の制限 

(1) 受注者は，この業務に関して次のいずれかに該当する者を再委託契約の相手方としてはな

らない。 

  ア 建設業者等指名除外要綱（以下「指名除外要綱」という。）により指名除外された者で，

その指名除外の期間が経過しない者（指名除外要綱別表第18号（営業不振）によるもので，

知事が認める者は除く。） 

  イ 県発注工事における下請負の制限基準により再受託を制限された者で，その再受託の制

限の期間が経過しない者 

  ウ 県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱により契約制限された者で，そ

の契約制限の期間が経過しない者 

(2) 受注者は，(1)ウに該当する者を，その他の契約（再委託以外の契約をいう。以下同じ。）

の相手方としてはならない。 

(3) 受注者は，この業務に関する再受託者が，(1)アからウに該当する者を再委託契約の相手方

とすること，又は(1)ウに該当する者を，その他の契約の相手方とすることを認めてはならな

い。 

３ 立入調査の実施 

 発注者は，受注者が業務の実施に当たり遵守しなければならない法令上の義務が適正に履行

されているかの立入調査を行うことができる。 

４ 暴力団等からの不当要求等の排除について 

 (1) 委託契約を締結した営業所等に，極力，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第１４条第１項に規定される不当要求による被害を防止するため

に必要な責任者を配置するとともに，同条第２項に規定される講習（以下「講習」という。）

を受講し，その修了書の写しを速やかに提出すること。（既に講習を受講している場合は，直

近の受講修了書の写しを速やかに提出すること。）  

 (2) 暴力団等から不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は，その旨

を直ちに発注者に報告し，所轄の警察署に届け出ること。 

 (3) 発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。 

 (4) 排除対策を講じたにもかかわらず，履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は，発注者

と工程に関する協議を行うこと。 

 (5) 発注者と工程に関する協議を行った結果，履行期間に遅れが生じると認められた場合は，

約款第２５条の規定により，発注者に履行期間延長の請求を行うこと。 

 (6) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は，その旨を直ちに報告し，被害届を速や

かに所轄の警察署に提出すること。 

 (7) 当該被害により，履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は，発注者と工程に関する協

議を行うこと。その結果，履行期間に遅れが生じると認められた場合は，約款第２５条の規

定により，発注者に履行期間延長の請求を行うこと。この請求には被害届受理証明書を添付

すること。 

別紙７-２ 
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建 築 設 計 業 務 等 委 託 契 約 約 款                   

 

 （総則） 

第１条  発注者及び受注者は，この約款（契約書を含む。

以下同じ。）に基づき，設計図書（別冊の図面，仕様

書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をい

う。以下「設計図書」という。）に従い，日本国の法令

を遵守し，この契約（この約款及び設計図書を内容とす

る業務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなけれ

ばならない。 

２ 受注者は，契約書記載の業務（以下「業務」とい

う。）を契約書記載の履行期間（以下「履行期間」とい

う。）内に完了し，契約の目的物（以下「成果物」とい

う。）を発注者に引き渡すものとし，発注者は，業務委

託料を支払うものとする。 

３ 発注者は，その意図する成果物を完成させるため，業

務に関する指示を受注者又は第１４条に定める受注者の

管理技術者に対して行うことができる。この場合におい

て，受注者又は受注者の管理技術者は，当該指示に従い

業務を行わなければならない。 

４ 受注者は，この約款若しくは設計図書に特別の定めが

ある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協

議がある場合を除き，業務を完了するために必要な一切

の手段をその責任において定めるものとする。 

５この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる

言語は，日本語とする。 

６ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は，日本円

とする。 

７ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用い

る計量単位は，設計図書に特別の定めがある場合を除

き，計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとす

る。 

８ この約款及び設計図書における期間の定めについて

は，民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明治３

２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

９ この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。 

10 この契約に係る訴訟の提起又は調停（第５８条の規定

に基づき，発注者と受注者との協議の上選任される調停

人が行うものを除く。）の申立てについては，日本国の

裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

11 受注者が設計共同体を結成している場合においては，

発注者は，この契約に基づくすべての行為を設計共同体

の代表者に対して行うものとし，発注者が当該代表者に

対して行ったこの契約に基づくすべての行為は，当該共

同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし，ま

た，受注者は，発注者に対して行うこの契約に基づくす

べての行為について当該代表者を通じて行わなければな

らない。 

12 受注者は，発注者に対し，業務を遂行する上で必要と

認められる説明を行うよう努めなければならない。 

 （指示等及び協議の書面主義） 

第２条 この約款に定める指示，催告，請求，通知，報

告，申出，承諾，質問，回答及び解除（以下「指示等」

という。）は，書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，緊急やむを得ない事情があ

る場合には，発注者及び受注者は，前項に規定する指示

等を口頭で行うことができる。この場合において，発注

者及び受注者は，既に行った指示等を書面に記載し，７

日以内にこれを相手方に交付するものとする。 

３ 発注者及び受注者は，この約款の他の条項の規定に基

づき協議を行うときは，当該協議の内容を書面に記録す

るものとする。 

 （業務工程表の提出） 

第３条 受注者は，この契約締結後１４日（発注者が認め

る場合は，その日数）以内に設計図書に基づいて業務工

程表を作成し，発注者に提出しなければならない。 

２ 発注者は，必要があると認めるときは，前項の業務工

程表を受理した日から７日以内に，受注者に対してその

修正を請求することができる。 

３ この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図

書が変更された場合において，発注者は，必要があると

認めるときは，受注者に対して業務工程表の再提出を請

求することができる。この場合において，第１項中「こ

の契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」

と読み替えて，前２項の規定を準用する。 

４ 業務工程表は，発注者及び受注者を拘束するものでは

ない。 

５ 第１項の規定に基づく業務工程表の提出は，発注者が

必要ないと認めたときは，免除することができる。 

（契約の保証） 

第４条 受注者は，この契約の締結と同時に，次の各号の

いずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただ

し，第５号の場合においては，履行保証保険契約の締結

後，直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければなら

ない。 

 (1) 契約保証金の納付 

 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

 (3) この契約による債務の不履行により生じる損害金の

支払を保証する銀行，発注者が確実と認める金融機関又

は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法

律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定す

る保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行

保証証券による保証 

 (5) この契約による債務の不履行により生じる損害をて

ん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額，保証金額又は保険

金額（第４項において「保証の額」という。）は，業務

別紙７-３ 
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委託料の１０分の１以上としなければならない。 

３ 第１項の規定により，受注者が同項第２号又は第３号

に掲げる保証を付したときは，当該保証は契約保証金に

代わる担保の提供として行われたものとし，同項第４号

又は第５号に掲げる保証を付したときは，契約保証金の

納付を免除する。 

４ 業務委託料の変更があった場合には，保証の額が変更

後の業務委託料の１０分の１に達するまで，発注者は，

保証の額の増額を請求することができ，受注者は，保証

の額の減額を請求することができる。 

５ 第１項の規定に基づく契約の保証は，発注者が必要が

ないと認めたときは，免除することができる。 

６ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲

げる保証を付す場合は，当該保証は第５３条第４項各号

に規定する者による契約の解除の場合についても保証す

るものでなければならない。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第５条 受注者は，この契約により生ずる権利又は義務を

第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，

あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでな

い。 

２ 受注者は，成果物（未完成の成果物及び業務を行う上

で得られた記録等を含む。）を第三者に譲渡し，貸与

し，又は質権その他の担保の目的に供してはならない。

ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この

限りでない。 

３ 受注者が前払金の使用等によってもなおこの契約の履

行に必要な資金が不足することを疎明したときは，発注

者は，特段の理由がある場合を除き，受注者の業務委託

料債権の譲渡について，第１項ただし書の承諾をしなけ

ればならない。 

４ 受注者は，前項の規定により，第１項ただし書の承諾

を受けた場合は，業務委託料債権の譲渡により得た資金

をこの契約の履行以外に使用してはならず，またその使

途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 

 （秘密の保持） 

第６条 受注者は，業務を行う上で知り得た秘密を他人に

漏らしてはならない。 

２ 受注者は，発注者の承諾なく，成果物（未完成の成果

物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。）を他人

に閲覧させ，複写させ，又は譲渡してはならない。 

 （著作権の譲渡等） 

第７条 受注者は，成果物（第４０条第１項の規定により

準用される第３４条に規定する指定部分に係る成果物及

び第４０条第２項の規定により準用される第３４条に規

定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第１

０条まで及び１３条において同じ。）又は成果物を利用

して完成した建築物（以下「本件建築物」という。）が

著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１

号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当

する場合には，当該著作物に係る著作権法第２章及び第

３章に規定する著作者の権利（著作権法第２７条及び第

２８条の権利を含む。以下本条から第１０条までにおい

て「著作権等」という。）のうち受注者に帰属するもの

（著作権法第２章第２款に規定する著作者人格権を除

く。）を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡す

る。 

 （著作者人格権の制限） 

第８条 受注者は，発注者に対し，次の各号に掲げる行為

をすることを許諾する。この場合において，受注者は著

作権法第１９条第１項又は第２０条第１項に規定する権

利を行使してはならない。 

  (1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 

 (2) 本件建築物の完成，増築，改築，修繕，模様替，維

持，管理，運営，広報等のために必要な範囲で，成果

物を発注者が自ら複製し，若しくは翻案，変形，改

変，その他の修正をすること又は発注者の委託した第

三者をして複製させ，若しくは翻案，変形，改変その

他の修正をさせること。 

 (3) 本件建築物を写真，模型，絵画その他の媒体により

表現すること。 

 (4) 本件建築物を増築し，改築し，修繕若しくは模様替に

より改変し，又は取り壊すこと。 

２ 受注者は，次の各号に掲げる行為をしてはならない。

ただし，あらかじめ，発注者の承諾又は合意を得た場合

はこの限りでない。 

 (1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 

 (2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示するこ

と。 

３ 発注者が著作権等を行使する場合において，受注者

は，著作権法第１９条第１項又は第２０条第１項に規定

する権利を行使してはならない。 

 （受注者の利用） 

第９条 発注者は，受注者に対し，成果物を複製し，又は

翻案することを許諾する。 

 （著作権等の侵害防止） 

第１０条 受注者は，その作成する成果物が，第三者の有

する著作権等を侵害するものでないことを，発注者に対

して保証する。 

２ 受注者は，その作成する成果物が第三者の有する著作

権等を侵害し，第三者に対して損害の賠償を行い，又は

必要な措置を講じなければならないときは，受注者がそ

の賠償額を負担し，又は必要な措置を講ずるものとす

る。 

 （一括再委託等の禁止） 

第１１条 受注者は，業務の全部を一括して，又は発注者

が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任

し，又は請け負わせてはならない。 

２ 受注者は，前項の主たる部分のほか，発注者が設計図

書において指定した部分を第三者に委任し，又は請け負

わせてはならない。 

３ 受注者は，業務の一部を第三者に委任し，又は請け負

わせようとするときは，あらかじめ，発注者の承諾を得

なければならない。ただし，発注者が設計図書において
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指定した軽微な部分を委任し，又は請け負わせようとす

るときは，この限りでない。 

４ 発注者は，受注者に対して，業務の一部を委任し，又

は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通

知を請求することができる。 

 （特許権等の使用） 

第１２条 受注者は，特許権，実用新案権，意匠権，商標

権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利

（以下本条において「特許権等」という。）の対象とな

っている施行方法を使用するときは，その使用に関する

一切の責任を負わなければならない。ただし，発注者が

その施行方法を指定した場合において，設計図書に特許

権等の対象である旨の明示がなく，かつ，受注者がその

存在を知らなかったときは，発注者は，受注者がその使

用に関して要した費用を負担しなければならない。 

（意匠の実施の承諾等） 

第１２条の２ 受注者は，自ら有する登録意匠（意匠法

（昭和３４年法律第１２５号）第２条第３項に定める登録

意匠をいう。）を設計に用いるときは，発注者に対し，成

果物によって表現される建築物又は本件建築物（以下「本

件建築物等」という。）に係る意匠の実施を承諾するもの

とする。 

２ 受注者は，本件建築物等の形状等に係る意匠法第３条

に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡する

ものとする。 

 （調査職員） 

第１３条 発注者は，調査職員を置いたときは，その氏名

を受注者に通知しなければならない。その者を変更した

ときも，同様とする。 

２ 調査職員は，この約款に基づく発注者の権限とされる

事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したも

ののほか，設計図書に定めるところにより，次に掲げる権

限を有する。 

 (1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者

又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示 

  (2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の

確認の申出又は質問に対する承諾又は回答  

  (3) この約款の履行に関する受注者又は受注者の管理技

術者との協議 

  (4) 業務の進捗の確認，設計図書の記載内容と履行内容

との照合その他この契約の履行状況の調査 

３ 発注者は，２名以上の調査職員を置き，前項の権限を

分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する

権限の内容を，調査職員にこの約款に基づく発注者の権

限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の

内容を，受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は，原

則として，書面により行わなければならない。 

５ 第１項の規定により，発注者が調査職員を置いたとき

は，この約款に定める指示等は，設計図書に定めるもの

を除き，調査職員を経由して行うものとする。この場合

においては，調査職員に到達した日をもって発注者に到

達したものとみなす。 

 （管理技術者） 

第１４条 受注者は，業務の技術上の管理を行う管理技術

者を定め，その氏名その他必要な事項を発注者に通知し

なければならない。その者を変更したときも，同様とす

る。 

２ 管理技術者は，この契約の履行に関し，業務の管理及

び統轄を行うほか，業務委託料の変更，業務委託料の請

求及び受領，第１７条第１項の請求の受理，同条第２項

の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除

き，この契約に基づく受注者の一切の権限を行使するこ

とができる。 

３ 受注者は，前項の規定にかかわらず，自己の有する権

限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようと

するものがあるときは，あらかじめ，当該権限の内容を

発注者に通知しなければならない。 

 （地元関係者との交渉等） 

第１５条 地元関係者との交渉等は，発注者が行うものと

する。この場合において，発注者の指示があるときは，

受注者はこれに協力しなければならない。 

 （土地への立入り） 

第１６条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に

立ち入る場合において，当該土地の所有者等の承諾が必

要なときは，発注者がその承諾を得るものとする。この

場合において，発注者の指示があるときは，受注者はこ

れに協カしなければならない。 

 （管理技術者等に対する措置請求） 

第１７条 発注者は，管理技術者又は受注者の使用人若し

くは第１１条第３項の規定により受注者から業務を委任

され，若しくは請け負った者がその業務の実施につき著

しく不適当と認められるときは，受注者に対して，その

理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきこと

を請求することができる。 

２ 受注者は，前項の規定による請求があったときは，当

該請求に係る事項について決定し，その結果を請求を受

けた日から１０日以内に発注者に通知しなければならな

い。 

３ 受注者は，調査職員がその職務の執行につき著しく不

適当と認められるときは，発注者に対して，その理由を

明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求

することができる。 

４ 発注者は，前項の規定による請求があったときは，当

該請求に係る事項について決定し，その結果を請求を受

けた日から１０日以内に受注者に通知しなければならな

い。 

 （履行報告） 

第１８条 受注者は，設計図書に定めるところにより，こ

の契約の履行について発注者に報告しなければならな

い。 

 （貸与品等） 

第１９条 発注者が受注者に貸与し，又は支給する図面そ

の他業務に必要な物品等（以下「貸与品等」という。）
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の品名，数量等，引渡場所及び引渡時期は，設計図書に

定めるところによる。 

２ 受注者は，貸与品等の引渡しを受けたときは，引渡し

の日から７日以内に，発注者に受領書又は借用書を提出

しなければならない。 

３ 受注者は，貸与品等を善良な管理者の注意をもって管

理しなければならない。 

４ 受注者は，設計図書に定めるところにより，業務の完

了，設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を

発注者に返還しなければならない。 

５ 受注者は，故意又は過失により貸与品等が滅失若しく

はき損し，又はその返還が不可能となったときは，発注

者の指定した期間内に代品を納め，若しくは原状に復し

て返還し，又は返還に代えて損害を賠償しなければなら

ない。 

（設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務） 

第２０条 受注者は，業務の内容が設計図書又は発注者の

指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しな

い場合には，これらに適合するよう必要な修補を行わな

ければならない。この場合において，当該不適合が発注

者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由

によるときは，発注者は，必要があると認められるとき

は，履行期間若しくは業務委託料を変更し，又は受注者

に損害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければ

ならない。 

 （条件変更等） 

第２１条 受注者は，業務を行うに当たり，次の各号のい

ずれかに該当する事実を発見したときは，その旨を直ち

に発注者に通知し，その確認を請求しなければならな

い。 

 (1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質

問回答書が一致しないこと（これらの優先順位が定め

られている場合を除く。）。 

 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 

 (4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為

的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。 

 (5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期

することのできない特別な状態が生じたこと。 

２ 発注者は，前項の規定による確認を請求されたとき又

は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは，受注者

の立会いの上，直ちに調査を行わなければならない。た

だし，受注者が立会いに応じない場合には，受注者の立

会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は，受注者の意見を聴いて，調査の結果（これ

に対してとるべき措置を指示する必要があるときは，当

該指示を含む。）をとりまとめ，調査の終了後１４日以

内に，その結果を受注者に通知しなければならない。た

だし，その期間内に通知できないやむを得ない理由があ

るときは，あらかじめ，受注者の意見を聴いた上，当該

期間を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確

認された場合において，必要があると認められるとき

は，発注者は，設計図書の訂正又は変更を行わなければ

ならない。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた

場合において，発注者は，必要があると認められるとき

は，履行期間若しくは業務委託料を変更し，又は受注者

に損害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければ

ならない。 

 （設計図書等の変更） 

第２２条 発注者は，必要があると認めるときは，設計図

書又は業務に関する指示（以下本条及び第２４条におい

て「設計図書等」という。）の変更内容を受注者に通知

して，設計図書等を変更することができる。この場合に

おいて，発注者は，必要があると認められるときは，履

行期間若しくは業務委託料を変更し，又は受注者に損害

を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならな

い。 

 （業務の中止） 

第２３条 第三者の所有する土地への立入りについて当該

土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴

風，豪雨，洪水，高潮，地震，地すべり，落盤，火災，

騒乱，暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下本条

及び第３２条において「天災等」という。）であって，

受注者の責めに帰すことができないものにより，作業現

場の状態が著しく変動したため，受注者が業務を行うこ

とができないと認められるときは，発注者は，業務の中

止内容を直ちに受注者に通知して，業務の全部又は一部

を一時中止させなければならない。 

２ 発注者は，前項の規定によるほか，必要があると認め

るときは，業務の中止内容を受注者に通知して，業務の

全部又は一部を一時中止させることができる。 

３ 発注者は，前２項の規定により業務を一時中止した場

合において，必要があると認められるときは，履行期間

若しくは業務委託料を変更し，又は受注者が業務の続行

に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき

若しくは受注者に損害を及ぼしたときは，必要な費用を

負担しなければならない。 

 （業務に係る受注者の提案） 

第２４条 受注者は，設計図書等について，技術的又は経

済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し，又は発

案したときは，発注者に対して，当該発見又は発案に基

づき設計図書等の変更を提案することができる。 

２ 発注者は，前項に規定する受注者の提案を受けた場合

において，必要があると認めるときは，設計図書等の変

更を受注者に通知するものとする。 

３ 発注者は，前項の規定により設計図書等が変更された

場合において，必要があると認められるときは，履行期

間又は業務委託料を変更しなければならない。 

 （受注者の請求による履行期間の延長） 

第２５条 受注者は，その責めに帰すことができない事由

により履行期間内に業務を完了することができないとき

は，その理由を明示した書面により発注者に履行期間の
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延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は，前項の規定による請求があった場合におい

て，必要があると認められるときは，履行期間を延長し

なければならない。発注者は，その履行期間の延長が発

注者の責めに帰すべき事由による場合においては，業務

委託料について必要と認められる変更を行い，又は受注

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ

ならない。 

 （発注者の請求による履行期間の短縮等） 

第２６条 発注者は，特別の理由により履行期間を短縮す

る必要があるときは，履行期間の短縮変更を受注者に請

求することができる。 

２ 発注者は，前項の場合において，必要があると認めら

れるときは，業務委託料を変更し，又は受注者に損害を

及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならな

い。 

（著しく短い履行期間の禁止） 

第２６条の２ 発注者は，履行期間の延長又は短縮を行うとき

は，この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適

正に確保されるよう，やむを得ない事由により業務等の実施

が困難であると見込まれる日数等を考慮するものとする。  

 （履行期間の変更方法） 

第２７条 履行期間の変更については，発注者と受注者と

が協議して定める。ただし，協議開始の日から１４日

（発注者があらかじめ定める場合は，その日数）以内に

協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知

する。 

２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意

見を聴いて定め，受注者に通知するものとする。ただ

し，発注者が履行期間の変更事由が生じた日（第２５条

の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受け

た日，第２６条の場合にあっては受注者が履行期間の変

更の請求を受けた日とする。）から７日以内に協議開始

の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を

定め，発注者に通知することができる。 

 （業務委託料の変更方法等） 

第２８条 業務委託料の変更については，発注者と受注者

とが協議して定める。ただし，協議開始の日から１４日

（発注者があらかじめ定める場合は，その日数）以内に

協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知

する。 

２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意

見を聴いて定め，受注者に通知するものとする。ただ

し，発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から７日

以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，

協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。 

３ この約款の規定により，受注者が増加費用を必要とし

た場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な

費用の額については，発注者と受注者とが協議して定め

る。 

 （臨機の措置） 

第２９条 受注者は，災害防止等のため必要があると認め

るときは，臨機の措置をとらなければならない。この場

合において，必要があると認めるときは，受注者は，あ

らかじめ，発注者の意見を聴かなければならない。ただ

し，緊急やむを得ない事情があるときは，この限りでは

ない。 

２ 前項の場合において，受注者は，そのとった措置の内

容を発注者に直ちに通知しなければならない。 

３ 発注者は，災害防止その他業務を行う上で特に必要が

あると認めるときは，受注者に対して臨機の措置をとる

ことを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をと

った場合において，当該措置に要した費用のうち，受注

者が業務委託料の範囲において負担することが適当でな

いと認められる部分については，発注者がこれを負担す

る。 

 （一般的損害） 

第３０条 成果物の引渡し前に，成果物に生じた損害その

他業務を行うにつき生じた損害（次条第１項及び第２項

若しくは第３項又は第３２条第１項に規定する損害を除

く。）については，受注者がその費用を負担する。ただ

し，その損害（設計図書に定めるところにより付された

保険によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の

責めに帰すべき事由により生じたものについては，発注

者が負担する。 

 （第三者に及ぼした損害） 

第３１条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害（第３

項に規定する損害を除く。）について，当該第三者に対

して損害の賠償を行わなければならないときは，受注者

がその賠償額を負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず，同項に規定する賠償額（設

計図書に定めるところにより付された保険によりてん補

された部分を除く。）のうち，発注者の指示，貸与品等

の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じた

ものについては，発注者がその賠償額を負担する。ただ

し，受注者が，発注者の指示又は貸与品等が不適当であ

ること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知り

ながらこれを通知しなかったときは，この限りでない。 

３ 業務を行うにつき通常避けることができない騒音，振

動，地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害

（設計図書に定めるところにより付された保険によりて

ん補された部分を除く。）について，当該第三者に損害

の賠償を行わなければならないときは，発注者がその賠

償額を負担しなければならない。ただし，業務を行うに

つき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことによ

り生じたものについては，受注者が負担する。 

４ 前３項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に

紛争を生じた場合においては，発注者及び受注者は協力

してその処理解決に当たるものとする。 

 （不可抗カによる損害） 

第３２条 成果物の引渡し前に，天災等（設計図書で基準

を定めたものにあっては，当該基準を超えるものに限
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る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことが

できないもの（以下本条において「不可抗力」とい

う。）により，試験等に供される業務の出来形部分（以

下本条及び第５１条において「業務の出来形部分」とい

う。），仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に

損害が生じたときは，受注者は，その事実の発生後直ち

にその状況を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，直

ちに調査を行い，前項の損害（受注者が善良な管理者の

注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定め

るところにより付された保険によりてん補された部分を

除く。以下本条において「損害」という。）の状況を確

認し，その結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は，前項の規定により損害の状況が確認された

ときは，損害による費用の負担を発注者に請求すること

ができる。 

４ 発注者は，前項の規定により受注者から損害による費

用の負担の請求があったときは，当該損害の額（業務の

出来形部分，仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器

具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等に

より確認することができるものに係る額に限る。）及び

当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第６項

において「損害合計額」という。）のうち業務委託料の

１００分の１を超える額を負担しなければならない。 

５ 前項に規定する損害の額は，次の各号に掲げる損害に

つき，それぞれ当該各号に定めるところにより算定す

る。 

 (1) 業務の出来形部分に関する損害 

   損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託

料の額とし，残存価値がある場合にはその評価額を差

し引いた額とする。 

 (2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 

   損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と

認められるものについて，当該業務で償却することと

している償却費の額から損害を受けた時点における成

果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。た

だし，修繕によりその機能を回復することができ，か

つ，修繕費の額が上記の額よりも少額であるものにつ

いては，その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場

合における第２次以降の不可抗力による損害合計額の負

担については，第４項中「当該損害の額」とあるのは

「損害の額の累計」と，「当該損害の取片付けに要する

費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の

額の累計」と，「業務委託料の１００分の１を超える

額」とあるのは「業務委託料の１００分の１を超える額

から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用

する。 

 （業務委託料の変更に代える設計図書の変更） 

第３３条 発注者は，第１２条，第２０条から第２４条ま

で，第２６条，第２９条，第３０条，第３２条，第３６

条又は第４２条の規定により業務委託料を増額すべき場

合又は費用を負担すべき場合において，特別の理由があ

るときは，業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部

に代えて設計図書を変更することができる。この場合に

おいて，設計図書の変更内容は，発注者と受注者とが協

議して定める。ただし，協議開始の日から１４日（発注

者があらかじめ定める場合は，その日数）以内に協議が

整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意

見を聴いて定め，受注者に通知しなければならない。た

だし，発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は

費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開

始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日

を定め，発注者に通知することができる。 

 （検査及び引渡し） 

第３４条 受注者は，業務を完了したときは，その旨を発

注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，通

知を受けた日から１０日以内に受注者の立会いの上，設

計図書に定めるところにより，業務の完了を確認するた

めの検査を完了し，当該検査の結果を受注者に通知しな

ければならない。 

３ 発注者は，前項の検査によって業務の完了を確認した

後，受注者が成果物の引渡しを申し出たときは，直ちに

当該成果物の引渡しを受けなければならない。 

４ 発注者は，受注者が前項の申出を行わないときは，当

該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行

うことを請求することができる。この場合において，受

注者は，当該請求に直ちに応じなければならない。 

５ 受注者は，業務が第２項の検査に合格しないときは，

直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。

この場合において，修補の完了を業務の完了とみなして

前各項の規定を準用する。 

 （業務委託料の支払） 

第３５条 受注者は，前条第２項（同条第５項において読

み替えて準用する場合を含む。以下本条において同

じ。）の検査に合格したときは，業務委託料の支払を請

求することができる。 

２ 発注者は，前項の規定による請求があったときは，請

求を受けた日から３０日以内に業務委託料を支払わなけ

ればならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の

期間内に検査をしないときは，その期限を経過した日か

ら検査をした日までの期間の日数は，前項の期間（以下

本条において「約定期間」という。）の日数から差し引

くものとする。この場合において，その遅延日数が約定

期間の日数を超えるときは，約定期間は，遅延日数が約

定期間の日数を超えた日において満了したものとみな

す。 

 （引渡し前における成果物の使用） 

第３６条 発注者は，第３４条第３項若しくは第４項又は

第４０条第１項若しくは第２項の規定による引渡し前に

おいても，成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て
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使用することができる。 

２ 前項の場合において，発注者は，その使用部分を善良

な管理者の注意をもって使用しなければならない。 

３ 発注者は，第１項の規定により成果物の全部又は一部

を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたとき

は，必要な費用を負担しなければならない。 

 （前金払） 

第３７条 受注者は，公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定

する保証事業会社（以下次条において「保証事業会社」

という。）と，契約書記載の履行期限を保証期限とし，

同条第５項に規定する保証契約（以下本条及び次条にお

いて「保証契約」という。）を締結し，その保証証書を

発注者に寄託して，業務委託料の１０分の３以内の前払

金の支払を発注者に請求することができる。 

２ 発注者は，前項の規定による請求があったときは，請

求を受けた日から１４日以内に前払金を支払わなければ

ならない。 

３ 受注者は，業務委託料が著しく増額された場合におい

ては，その増額後の業務委託料の１０分の３から受領済

みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前

払金の支払を請求することができる。この場合において

は，前項の規定を準用する。 

４ 受注者は，業務委託料が著しく減額された場合におい

て，受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の１０分

の４を超えるときは，受注者は，業務委託料が減額され

た日から３０日以内に，その超過額を返還しなければな

らない。 

５ 前項の超過額が相当の額に達し，返還することが前払

金の使用状況からみて著しく不適当であると認められる

ときは，発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額

を定める。ただし，業務委託料が減額された日から１４

日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注

者に通知する。 

６ 発注者は，受注者が第４項の期間内に超過額を返還し

なかったときは，その未返還額につき，同項の期間を経

過した日から返還をする日までの期間について，その日

数に応じ，年１４．５パーセント（ただし，各年の特例

基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された

割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以

下同じ。）が年７．２５パーセントの割合に満たない場

合には，その年（以下「特例基準割合適用年」とい

う。）中においては，当該特例基準割合適用年における

特例基準割合に年７．２５パーセントの割合を加算した

割合とする。）の割合で計算した額の遅延利息の支払を

請求することができる。 

 （保証契約の変更） 

第３８条 受注者は，前条第３項の規定により受領済みの

前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合に

は，あらかじめ，保証契約を変更し，変更後の保証証書

を発注者に寄託しなければならない。 

２ 受注者は，前項に規定する場合のほか，業務委託料が

減額された場合において，保証契約を変更したときは，

変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければなら

ない。 

３ 受注者は，前払金額の変更を伴わない履行期間の変更

が行われた場合には，発注者に代わりその旨を保証事業

会社に直ちに通知するものとする。 

 （前払金の使用等） 

第３９条 受注者は，前払金をこの業務の材料費，労務

費，外注費，機械購入費（当該業務において償却される

割合に相当する額に限る。），動力費，支払運賃及び保

証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当し

てはならない。 

 （部分引渡し） 

第４０条 成果物について，発注者が設計図書において業

務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した

部分（以下本条において「指定部分」という。）がある

場合において，当該指定部分の業務が完了したときは，

第３４条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」

と，「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」

と，同条第４項及び第３５条中「業務委託料」とあるの

は「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて，これ

らの規定を準用する。 

２ 前項に規定する場合のほか，成果物の一部分が完成

し，かつ，可分なものであるときは，発注者は，当該部

分について，受注者の承諾を得て引渡しを受けることが

できる。この場合において，第３４条中「業務」とある

のは「引渡部分に係る業務」と，「成果物」とあるのは

「引渡部分に係る成果物」と，同条第４項及び第３５条

中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委

託料」と読み替えて，これらの規定を準用する。 

３ 前２項において準用する第３５条第１項の規定により

受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委

託料は，次の各号に掲げる式により算定する。この場合

において，第１号中「指定部分に相応する業務委託料」

及び第２号中「引渡部分に相応する業務委託料」は，発

注者と受注者とが協議して定める。ただし，発注者が，

前２項において準用する第３５条第１項の規定による請

求を受けた日から１４日（発注者があらかじめ定める場

合は，その日数）以内に協議が整わない場合には，発注

者が定め，受注者に通知する。 

 (1) 第１項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 

   指定部分に相応する業務委託料×（１－前払金の額

／業務委託料） 

 (2) 第２項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 

   引渡部分に相応する業務委託料×（１－前払金の額

／業務委託料） 

 （第三者による代理受領） 

第４１条 受注者は，発注者の承諾を得て業務委託料の全

部又は一部の受領につき，第三者を代理人とすることが

できる。 

２ 発注者は，前項の規定により受注者が第三者を代理人
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とした場合において，受注者の提出する支払請求書に当

該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされてい

るときは，当該第三者に対して第３５条第２項（第４０

条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）の

規定に基づく支払をしなければならない。 

 （前払金等の不払に対する受注者の業務中止） 

第４２条 受注者は，発注者が第３７条又は第４０条第１

項若しくは第２項において準用する第３５条第２項の規

定に基づく支払を遅延し，相当の期間を定めてその支払

を請求したにもかかわらず支払をしないときは，業務の

全部又は一部を一時中止することができる。この場合に

おいて，受注者は，その理由を明示した書面により，直

ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は，前項の規定により受注者が業務を一時中止

した場合において，必要があると認められるときは，履

行期間若しくは業務委託料を変更し，又は受注者が増加

費用を必要とし，若しくは受注者に損害を及ぼしたとき

は必要な費用を負担しなければならない。 

 （契約不適合責任） 

第４３条 発注者は，引き渡された成果物が種類又は品質

に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適

合」という。）であるときは，受注者に対し，成果物の

修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求するこ

とができる。 

２ 前項の場合において，受注者は，発注者に不相当な負

担を課するものでないときは，発注者が請求した方法と

異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において，発注者が相当の期間を定めて

履行の追完の催告をし，その期間内に履行の追完がない

ときは，発注者は，その不適合の程度に応じて代金の減

額を請求することができる。ただし，次の各号のいずれ

かに該当する場合は，催告をすることなく，直ちに代金

の減額を請求することができる。 

 (1) 履行の追完が不能であるとき。 

 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示し

たとき。 

 (3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により，特定の

日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的

を達することができない場合において，受注者が履行の

追完をしないでその時期を経過したとき。 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか，発注者が本項の規定に

よる催告をしても履行の追完を受ける見込みがないこと

が明らかであるとき 

第４４条 削除 

 （発注者の催告による解除権） 

第４５条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当

するときは，相当の期間を定めてその履行の催告をし，

その期間内に履行がないときは契約を解除することがで

きる。ただし，その期間を経過した時における債務の不

履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で

あるときは，この限りでない。 

 (1) 第５条第４項に規定する書類を提出せず，又は虚偽

の記載をしてこれを提出したとき。 

 (2) 正当な理由なく，業務に着手すべき期日を過ぎても

業務に着手しないとき。 

 (3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相

当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められ

るとき。 

 (4) 管理技術者を配置しなかったとき。 

 (5) 正当な理由なく，第４３条第１項の履行の追完がな

されないとき。 

 (6) 前各号に掲げる場合のほか，この契約に違反したと

き。 

 （発注者の催告によらない解除権） 

第４６条 発注者は，この契約に関し，受注者が次の各号の

いずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解除する

ことができる。 

(1) 受注者（設計共同体にあっては，その構成員を含む。

以下この項及び次項並びに次条第１項において同じ。）

が，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」とい

う。）第４９条に規定する排除措置命令（以下この号及

び次項において単に「排除措置命令」という。）を受

け，当該排除措置命令が確定したとき。 

(2) 受注者が，独占禁止法第６２条第１項に規定する納付

命令（以下この号及び次項において単に「納付命令」と

いう。）を受け，当該納付命令が確定したとき。 

(3) 受注者（受注者が法人の場合にあっては，その役員又

は使用人を含む。）が，刑法（明治４０年法律第４５

号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第

８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定によ

る刑に処せられたとき。 

(4) 第５条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡

したとき。 

(5) 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を

当該業務の履行以外に使用したとき。 

(6) この契約の成果物を完成させることができないことが

明らかであるとき。 

(7) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶

する意思を明確に表示したとき。 

(8) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注

者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示

した場合において，残存する部分のみでは契約をした目

的を達することができないとき。 

(9) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により，特定

の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目

的を達することができない場合において，受注者が履行

をしないでその時期を経過したとき。 

(10) 前各号に掲げる場合のほか，受注者がその債務の履行

をせず，発注者が第４５条の催告をしても契約をした目

的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが

明らかであるとき。 

(11) 第４９条又は第４９条の２の規定によらないで契約の

解除を申し出たとき。 
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２ 発注者は，排除措置命令又は納付命令が受注者でない者

に対して行われた場合であって，これらの命令において，

この契約に関し受注者の独占禁止法第３条又は第８条第１

号の規定に違反する行為があったとされ，これらの命令が

確定したときは，直ちにこの契約を解除することができ

る。 

第４７条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当

したときは，直ちにこの契約を解除することができる。 

 (1) 役員等（受注者が個人である場合にはその者を，受

注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店

若しくは営業所（常時業務の委託契約を締結する事務所

をいう。）を代表する者をいう。以下同じ。）が，集団

的に，又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある

組織（以下「暴力団」という。）の関係者（以下「暴力

団関係者」という。）であると認められるとき。 

 (2) 役員等が，暴力団，暴力団関係者，暴力団関係者が

経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる

法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と

非難されるべき関係を有していると認められる法人若し

くは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 

 (3) 役員等が，暴力団，暴力団関係者又は暴力団関係者

が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ

る法人若しくは組合等に対して，資金等を供給し，又は

便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力

し，又は関与していると認められるとき。 

 (4) 前３号のほか，役員等が，暴力団又は暴力団関係者

と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

 (5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与がある

と認められるとき。 

(6) 再委託契約その他の契約に当たり，その相手方が前各

号のいずれかに該当することを知りながら，当該者との

契約を締結したと認められるとき。 

(7) 受注者が，第１号から第５号までのいずれかに該当す

る者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合

（前号に該当する場合を除く。）に，発注者が受注者に

対して当該契約の解除を求め，受注者がこれに従わなか

ったとき。 

(8) 暴力団又は暴力団関係者が経営に実質的に関与して

いると認められる者に業務委託料債権を譲渡したと

き。 

 （発注者の任意解除権） 

第４８条 発注者は，業務が完了するまでの間は，第４５条

から前条までの規定によるほか，必要があるときは，この

契約を解除することができる。 

 （受注者の催告による解除権） 

第４９条 受注者は，発注者がこの契約に違反したとき

は，相当の期間を定めてその履行の催告をし，その期間内

に履行がないときは，契約を解除することができる。ただ

し，その期間を経過した時における債務の不履行がこの契

約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，こ

の限りでない。 

 （受注者の催告によらない解除権） 

第４９条の２ 受注者は，次の各号のいずれかに該当する

ときは，直ちにこの契約を解除することができる。 

 (1) 第２２条の規定により設計図書を変更したため業務

委託料が３分の２以上減少したとき。 

 (2) 第２３条の規定による業務の中止期間が履行期間の

１０分の５（履行期間の１０分の５が６月を超えると

きは，６月）を超えたとき。ただし，中止が業務の一

部のみの場合は，その一部を除いた他の部分の業務が

完了した後３月を経過しても，なおその中止が解除さ

れないとき。 

 （受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制

限） 

第４９条の３ 第４９条又は前条各号に定める場合が受注

者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，受注

者は，前２条の規定による契約の解除をすることができ

ない。 

 （解除の効果） 

第５０条 この契約が解除された場合には，第１条第２項

に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただ

し，第４０条に規定する部分引渡しに係る部分について

は，この限りでない。 

２ 発注者は，前項の規定にかかわらず，この契約が業務

の完了前に解除された場合において，受注者が既に業務

を完了した部分（第４０条の規定により部分引渡しを受

けている場合には，当該引渡し部分を除くものとし，以

下本条及び次条において「既履行部分」という。）の引

渡しを受ける必要があると認めたときは，既履行部分を

検査の上，当該検査に合格した部分の引渡しを受けるこ

とができる。この場合において，発注者は，当該引渡し

を受けた既履行部分に相応する業務委託料（以下本条及

び次条において「既履行部分委託料」という。）を受注

者に支払わなければならない。 

３ 前項に規定する既履行部分委託料は，発注者と受注者

とが協議して定める。ただし，協議開始の日から１４日

以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者

に通知する。 

 （解除に伴う措置） 

第５１条 この契約が業務の完了前に解除された場合にお

いて，第３７条の規定による前払金があったときは，受

注者は，第４５条から第４７条まで又は第５３条第１項

第３号の規定による解除にあっては，当該前払金の額

（第４０条の規定により部分引渡しをしているときは，

その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した

額）に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に

応じ年１４．５パーセント（ただし，特例基準割合適用

年中においては，当該特例基準割合適用年における特例

基準割合に年７．２５パーセントの割合を加算した割合

とする。）の割合で計算した額の利息を付した額を，第

４８条から第４９条の２までの規定による解除にあって

は，当該前払金の額を発注者に返還しなければならな

い。 
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２ 前項の規定にかかわらず，この契約が業務の完了前に

解除され，かつ，前条第２項の規定により既履行部分の

引渡しが行われる場合において，第３７条の規定による

前払金があったときは，発注者は，当該前払金（第４０

条第１項又は第２項の規定による部分引渡しがあった場

合は，その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控

除した額）を前条第３項の規定により定められた既履行

部分委託料から控除する。この場合において，受領済み

の前払金になお余剰があるときは，受注者は，第４５条

から第４７条まで又は第５３条第１項第３号の規定によ

る解除にあっては，当該余剰額に前払金の支払の日から

返還の日までの日数に応じ年１４．５パーセント（ただ

し，特例基準割合適用年中においては，当該特例基準割

合適用年における特例基準割合に年７．２５パーセント

の割合を加算した割合とする。）の割合で計算した額の

利息を付した額を，第４８条から第４９条の２までの規

定による解除にあっては，当該余剰額を発注者に返還し

なければならない。 

３ 受注者は，この契約が業務の完了前に解除された場合

において，貸与品等があるときは，当該貸与品等を発注

者に返還しなければならない。この場合において，当該

貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損し

たときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，

又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

４ 受注者は，この契約が業務の完了前に解除された場合

において，作業現場に受注者が所有又は管理する業務の

出来形部分（第４０条第１項又は第２項に規定する部分

引渡しに係る部分及び前条第２項に規定する検査に合格

した既履行部分を除く。），調査機械器具，仮設物その

他の物件（第１１条第３項の規定により，受注者から業

務の一部を委任され，又は請け負った者が所有又は管理

するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によ

りその返還が不可能となったものを含む。以下本条にお

いて同じ。）があるときは，受注者は，当該物件を撤去

するとともに，作業現場を修復し，取り片付けて，発注

者に明け渡さなければならない。 

５ 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要す

る費用（以下本項及び次項において「撤去費用等」とい

う。）は，次の各号に掲げる撤去費用等につき，それぞ

れ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担す

る。 

 (1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 

   契約の解除が第４５条から第４７条まで又は第５３

条第１項第３号によるときは受注者が負担し，第４８

条から第４９条の２までによるときは発注者が負担す

る。 

  (2) 調査機械器具，仮設物その他の物件に関する撤去費

用等受注者が負担する。 

６ 第４項の場合において，受注者が正当な理由なく，相

当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の修復若しく

は取片付けを行わないときは，発注者は，受注者に代わ

って当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付

けを行うことができる。この場合において，受注者は，

発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を

申し出ることができず，また，発注者が支出した撤去費

用等（前項第１号の規定により，発注者が負担する業務

の出来形部分に係るものを除く。）を負担しなければな

らない。 

７ 第３項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限，

方法等については，この契約の解除が第４５条から第４

７条まで又は第５３条第１項第３号によるときは発注者

が定め，第４８条から第４９条の２までの規定によると

きは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし，第

３項項後段及び第４項に規定する受注者のとるべき措置

の期限，方法等については，発注者が受注者の意見を聴

いて定めるものとする。 

８ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は，解除に

伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民

法の規定に従って協議して決める。 

 （損害金の予定） 

第５２条 発注者は，第４６条第１項第１号から第３号ま

で及び第２項の規定により契約を解除することができる場

合においては，契約を解除するか否かにかかわらず，業務

委託料の１０分の２に相当する金額の損害金を発注者が指

定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。 

２ 前項の規定は，発注者に生じた実際の損害額が同項に定

める金額を超える場合において，発注者が当該超える金額

を併せて請求することを妨げるものではない。 

３ 前２項の規定は，第３４条第３項から第５項までの規定

により成果物の引渡しを受けた後も適用されるものとす

る。 

 （発注者の損害賠償請求等） 

第５３条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当

するときは，これによって生じた損害の賠償を請求する

ことができる。 

 (1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

 (2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。 

 (3) 第４５条から第４７条までの規定により，成果物の

引渡し後にこの契約が解除されたとき。 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履

行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは，前項の損害賠

償に代えて，受注者は，業務委託料の１０分の１に相当

する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わ

なければならない。 

 (1) 第４５条又は第４６条第１項第４号から第１１号ま

での規定により，成果物の引渡し前に，契約が解除され

たとき。 

 (2) 成果物の引渡し前に，受注者がその債務の履行を拒

否し，又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者

の債務について履行不能となった場合 

３ 成果物の引渡し前に，第４６条第１項第１号から第３

号まで若しくは第２項又は第４７条の規定により契約を

解除したときは，第１項の損害賠償に代えて，受注者
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は，業務委託料の１０分の１に相当する額を違約金とし

て発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

４ 次の各号に掲げる者が契約を解除した場合は，第２項

第２号に該当する場合とみなす。 

 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合に

おいて，破産法（平成１６年法律第７５号）の規定によ

り選任された破産管財人 

 (2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合に

おいて，会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規

定により選任された管財人 

 (3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合に

おいて，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規

定による再生債務者等 

５ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定

により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を

除く。）が契約及び取引上の社会通念に照らして受注者

の責めに帰することができない事由によるものであると

きは，第１項及び第２項の規定は適用しない。 

６ 第１項第１号の場合において，発注者は，業務委託料

から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控

除した額につき，遅延日数に応じ，年１４．５パーセン

ト（ただし，特例基準割合適用年中においては，当該特

例基準割合適用年における特例基準割合に年７．２５パ

ーセントの割合を加算した割合とする。）の割合で計算

した額を請求するものとする。 

７ 第２項又は第３項の場合において，第４条の規定によ

り契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行わ

れているときは，発注者は，当該契約保証金又は担保を

もって第２項又は第３項の違約金に充当することができ

る。 

 （受注者の損害賠償請求等） 

第５４条 受注者は，発注者が次の各号のいずれかに該当

する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求するこ

とができる。ただし，当該各号に定める場合が契約及び

取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰すること

ができない事由によるものであるときは，この限りでな

い。 

(1) 第４８条から第４９条の２までの規定により契約が解

除されたとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履行を

しないとき又は債務の履行が不能であるとき。 

２ 発注者の責めに帰すべき事由により，第３５条第２項

（第４０条において準用する場合を含む。）の規定によ

る業務委託料の支払が遅れた場合においては，受注者

は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，算定対象の期

間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規

定により財務大臣が決定した率の割合で計算した額の遅

延利息の支払を発注者に請求することができる。 

 （契約不適合責任期間等） 

第５５条 発注者は，引き渡された成果物に関し，第３４条第

３項又は第４項の規定による引渡しを受けた場合は，その

引渡しの日から本件建築物の工事完成後２年，第４０条第

１項又は第２項の規定による部分引渡しを受けた場合は，

その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後２年

以内でなければ，契約不適合を理由とした履行の追完の請

求，損害賠償の請求，代金の減額の請求又は契約の解除

（以下この条において「請求等」という。）をすることが

できない。ただし，これらの場合であっても，成果物の引

渡しの日から１０年以内でなければ，請求等をすることが

できない。 

２ 前項の請求等は，具体的な契約不適合の内容，請求す

る損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して，受

注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで

行う。 

３ 発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が

可能な期間（以下本項及び第６項において「契約不適合

責任期間」という。）の内に契約不適合を知り，その旨

を受注者に通知した場合において，発注者が通知から１

年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等

をしたときは，契約不適合責任期間の内に請求等をした

ものとみなす。 

４ 発注者は，第１項の請求等を行ったときは，当該請求

等の根拠となる契約不適合に関し，民法の消滅時効の範

囲で，当該請求等以外に必要と認められる請求等をする

ことができる。 

５ 前各項の規定は，契約不適合が受注者の故意又は重過

失により生じたものであるときには適用せず，契約不適

合に関する受注者の責任については，民法の定めるとこ

ろによる。 

６ 民法第６３７条第１項の規定は，契約不適合責任期間

については適用しない。 

７ 発注者は，成果物の引渡しの際に契約不適合があるこ

とを知ったときは，第１項の規定にかかわらず，その旨

を直ちに受注者に通知しなければ，当該契約不適合に関

する請求等をすることはできない。ただし，受注者がそ

の契約不適合があることを知っていたときは，この限り

でない。 

８ 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内

容，発注者若しくは監督職員の指示又は貸与品等の性状

により生じたものであるときは，発注者は当該契約不適

合を理由として，請求等をすることができない。ただ

し，受注者がその記載内容，指示，又は貸与品等が不適

当であることを知りながらこれを通知しなかったとき

は，この限りでない。 

 （保険） 

第５６条 受注者は，設計図書に基づき火災保険その他の

保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは，

当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注

者に提示しなければならない。 

 （賠償金等の徴収） 

第５７条 発注者は，この契約に基づく受注者の賠償金，

損害金又は違約金と，発注者の支払うべき業務委託料と

を相殺することができるものとし，なお不足があるとき
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は追徴するものとする。 

 （紛争の解決） 

第５８条 この約款の各条項において発注者と受注者とが

協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発

注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この

契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合

には，発注者及び受注者は，協議の上調停人１名を選任

し，当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図

る。この場合において，紛争の処理に要する費用につい

ては，発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたも

のを除き，調停人の選任に係るものは発注者と受注者が

折半し，その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが

負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず，管理技術者の業務の実施に

関する紛争，受注者の使用人又は受注者から業務を委任

され，又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び

調査職員の職務の執行に関する紛争については，第１７

条第２項の規定により受注者が決定を行った後若しくは

同条第４項の規定により発注者が決定を行った後又は発

注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第２項若しく

は第４項の期間が経過した後でなければ，発注者及び受

注者は，第１項のあっせん又は調停の手続を請求するこ

とができない。 

３ 第１項の規定にかかわらず，発注者又は受注者は，必

要があると認めるときは，同項に規定する紛争解決の手

続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間

の紛争について民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）

に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和２６年法律第２

２２号）に基づく調停の申立てを行うことができる。 

 （契約外の事項） 

第５９条 この約款に定めのない事項については，必要に

応じて発注者と受注者とが協議して定める。 

 （現場調査を含まない業務の特例） 

第６０条 現場調査を含まない業務については，第２３条

第１項，第２９条，第３１条第３項，第３２条及び第５

１条第４項から第６項までの規定は，適用しない。 
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建築設計業務委託特記仕様書 

第１ 業務概要 

１ 業務名称 ： 福山東警察署駅前交番庁舎新築工事に伴う基本設計及び実施設計委託   

 

２ 計画施設概要 

(1)  施設名称 ：  福山東警察署駅前交番庁舎  

(2)  敷地の場所 ：  福山市三之丸町１２－１５   

(3)  施設用途 ：  交番庁舎  

平成31年国土交通省告示第九十八号別添二 第 四 号 第 １ 類とする。 

(4） 計画範囲 ： a.交番及び附帯施設（駐輪場等）に係る設計委託業務 

（附帯電気，機械設備工事に係る設計業務を含む。） 

 b.敷地の外構一式(花壇等の既存工作物の解体設計を含む。) 

 に係る設計委託業務  

 

３ 設計与条件 

(1)  敷地の条件 

ア 敷地の面積 ：約  １８４  ㎡  

イ 地 形 ： 平坦    

ウ 用途地域及び地区の指定 ： 商業 地域（建ぺい率 ８０ ％、容積率 ４００ ％）  

 準防火地域，都市機能誘導区域，景観計画区域， 

 駐車施設の附置等に関する条例対象地域 ほか   

(2)  施設の条件 

ア 施設の規模等 ： 床面積約 ９０ ㎡  

イ 主要構造 ： 指定なし，２階建て   

ウ 耐震安全性の分類 

官庁施設の総合耐震・対津波計画基準による耐震安全性の分類は次のとおりとする。 

(ア)  構造体         Ⅲ 類 

(イ)  建築非構造部材     Ｂ 類 

(ウ)  建築設備        乙  類 

(3)  建設の条件 

ア 工事費(予定)  ： 約 ８５ 百万円（建築，電気設備，機械設備，外構工事（花壇

等の既存工作物の解体費を含む。)を含む。） 

（消費税は別途計上とする。） 

イ 建設工期（予定） ：  ８ ヶ月  

(4)  設計方針（留意事項，基本コンセプト等 その他計画書によるもの） 

※別紙事業計画概要参照 

 

(5)  履行期間 

別紙８ 
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契約日の翌日～令和 ４ 年 ５ 月 １１ 日（このうち，検査期間として9日間を見込

んでいる。） 

※平面決裁は，令和   年   月   日までとし，工事内訳書の提出は，令和    

年   月   日までとする。 

ア．基本設計 

・警察本部の意見等を踏まえた平面案の提出は令和  ３  年 １０ 月  1５ 日までとし，

平面決裁※及び概算工事費（共通費を含む），概略工程表の提出は令和  ３  年 １１ 月   

１５ 日までとする。 

※平面案提出後に警察本部において実施する各主管課意見聴取等に基づく方針決定内容を

踏まえたもの 

イ．実施設計 

・設計図書，工事費内訳書，数量計算書，内訳書単価根拠書類，使用機器・材料カタロ

グ資料は，令和  ４  年  １  月 ３１ 日までに調査職員に提出し，内容の審査を受

けること。 

・警察本部等の関係機関との調整等は，令和  ４  年  ２  月 ２８ 日までに完了させ，

確定した計画内容により計画通知等各種法令手続きを行うこと。 

 

第２ 業務仕様 

本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に記載されていない事項は、「公共建築設

計業務委託共通仕様書（官庁営繕統一基準） （以下「共通仕様書」という。）」による。 

 

１ 特記仕様書の適用 

 本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）は記載された特記事項については「 ・ 」

印が付いたものを適用する。「 ・ 」印の付かない場合は，「 ＊ 」印を適用する。「 ・ 」

印と「 ＊ 」印が付いた場合は共に適用する。 

 

２ 特記仕様書における読替え 

（1）共通仕様書中，「検査職員」とあるのは特記仕様書では「検査員」と読み替えるもの

とする。 

（2）共通仕様書３．２設計方針の策定等の１．の（  ）内は，「告示別添一第１項第一

号イに掲げる基本設計方針の策定に限る」とする。 

 

３ 設計業務の内容及び範囲 

(1） 一般業務の範囲 

ア 基本設計 

○・  建築（総合）基本設計に関する標準業務 

○・  建築（構造）基本設計に関する標準業務 

○・  電気設備（設備）基本設計に関する標準業務 

○・  機械設備（設備）基本設計に関する標準業務 
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イ 実施設計 

○・  建築（総合）実施設計に関する標準業務 

○・  建築（構造）実施設計に関する標準業務 

○・  電気設備（設備）（昇降機を含む）実施設計に関する標準業務 

○・  機械設備（設備）実施設計に関する標準業務 

イ 設計意図伝達 

・ 建築（総合）実施設計に関する設計意図伝達 

・ 建築（構造）実施設計に関する設計意図伝達 

・ 電気設備（設備）（昇降機を含む）実施設計に関する設計意図伝達 

・ 機械設備（設備）実施設計に関する設計意図伝達 

 

一般業務の内容には，委託業務の履行にあたり，設計内容の説明等に用いる資料等の

作成(簡易な透視図，日影図，コスト縮減資料及び各種技術資料を含む)及び委託業務の

対象となる工事の実施に当り法令上必要となる，各種の申請に用いる資料の作成や申請

手続き業務（複雑なものを除く。）を含むものとする。 

 

    本業務の積算は，次の算定方法による。又，各算定方法毎の本業務に関する一般業務

の対象業務率は次のとおりである。床面積に基づく算定方法については，対象業務率は

基本設計，実施設計，設計意図伝達を全て委託した割合を100％とした本業務の割合であ

る。 

                                              

     ○・  床面積に基づく算定方法（交番庁舎新築工事）  

総合〔 78.3 〕％ 構造〔 79.2 〕％ 設備〔 78.3 〕％ 

     ○・  図面目録に基づく算定方法（工作物等解体撤去工事）  

総合〔 76.0 〕％ 構造〔  ―  〕％ 設備〔  ―  〕％ 

     ・ その他 （                        ）  

総合〔   〕％ 構造〔   〕％ 設備〔   〕％ 

※ 図面目録は別添資料の「委託範囲及び設計図作成要領」を参照すること。 

(2） 追加業務の内容及び範囲 

＊ 積算業務 （積算数量算出書の作成，単価作成資料の作成，見積りの徴集，見積検

討資料の作成） 

○・  建築積算業務 

○・  既存建物解体工事費積算業務 

○・  電気設備積算業務 

○・  機械設備積算業務 

○・  透視図（着色）作成等：種類（外観図，内観図），判の大きさ（ Ａ３ ）， 

             枚数【基本：2枚（内観1カット，外観1カット）】 

【実施：2枚（内観1カット，外観1カット）】 

額の有無（ 有 ）， 材質（アルミ ）  
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・  鳥観図（着色）作成等：種類（   ），  判の大きさ（   ）、 枚数（   部 ）， 

額の有無（    ）， 材質（      ）  

○・  模型製作：縮尺（1/50），主要材料（ｽﾁﾚﾝﾎﾞｰﾄﾞ又はこれに準ずるもの ）， 

ケース有無（ 無し ）， 材質（   ） 

【基本：１，実施：１】 

○・  計画通知 又は建築確認申請（建築基準関係規定（みなし規定を含む。）等に係る

法令・条例に関する許認可等を含む。）に関する手続及びこれに付随する詳細協議（関

係機関との打合せ，申請図書及び書類の作成，指摘事項への対応（質疑応答，書類の

修正等）等は一般業務に含まれる。） 

○・  各種法令・条例（建築基準関係規定（みなし規定を含む。）に係る法令・条例を除

く。）に関する事前協議，申請図書及び資料の作成，手続及びこれに付随する詳細協

議 

・ 市町指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務（標識看板及び

設置報告書の届出） 

・ 防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続き業務 

・ リサイクル計画書の作成 

○・  概略工事工程表の作成 

・ 災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能，機能，設備等を有する官庁施設

の設計等における特別な検討及び資料の作成 建築非構造部材の耐震安全性に関する

特別な検討，特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等 

・  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27 年法律第 53 号）第 29 

条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る業務 

     ・ 広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例に基づく建築物環境計画書作成業務

（申請手続きに係る業務も含む）（床面積の合計が2000㎡を超えるもの） 

      ・ 広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例に基づく緑化計画書作成業務（申請手

続きに係る業務も含む）（敷地面積が1000㎡以上のもの） 

・ 建築物総合環境性能評価システム （CASBEE）による評価に係る業務 

・ 官庁施設の計画から建設，運用，廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化

炭素排出量等を用いて行う総合的な環境保全性能の評価業務 

・ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）第53条第１項に規定す

る低炭素建築物新築等計画の認定に係る業務  

・ 実験設備に係る検討 

・ 内部雷保護設備に係る検討 

・ 構内情報通信網設備に係る検討 

・ 音声誘導設備に係る検討 

・ 排水処理設備に係る検討 

・ 雨水・排水再利用設備に係る検討 

・ 蓄熱システムに係る検討 

・ 雨水・排水再利用設備に係る検討 
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・ 床冷房設備に係る検討 

・ 電波障害調査 

・ 石綿含有調査結果資料の作成に係る業務 

○・  その他当該設計業務に必要な業務（住民説明等に必要な資料の作成） 

 ※各種申請において，申請手数料を要する場合，費用は受注者の負担とする。 

 

(３） 特別経費について 

特別経費として以下のものを見込んでいる。 

○・  ＲＩＢＣの使用料 

（一財）建築コスト管理研究所の営繕積算システム（ＲＩＢＣ２）の内訳書作成システ

ムの使用料 

○・  ＰＵＢＤＩＳの登録料 

（一社）公共建築協会の公共建築設計者情報システムの業務カルテ情報の登録料 

○・  広島県工事中情報共有システムの利用料 

○・  計画通知申請手数料 

       ・ 構造計算適合性判定申請手数料 

・ 設計住宅性能評価申請手数料 

・ 省エネ適合性判定に係る手数料 

・ 石綿含有材の分析調査に係る費用 

・  

 

４ 業務の実施 

(1)  一般事項 

ア 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。 

イ 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。 

ウ 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。 

 

(2)  適用基準等 

設計にあたっては、建築基準法その他関係法令並びにこれに基づく条例規則等の規定を

適用する。その他の適用に当っては下記の基準を参考にし，特記なき場合は、国士交通省

大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。 

ア 共 通  

○・  官庁施設の基本的性能基準 （ 最新版 ） 

○・  官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 （ 最新版 ） 

・ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準 （ 最新版 ） 

○・  官庁施設の環境保全性基準 （ 最新版 ） 

○・  官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 （ 最新版 ） 

○・  官庁施設の防犯に関する基準 （ 最新版 ） 

○・  建築設計業務等電子納品要領 
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○・  公共建築工事積算基準（ 最新版 ） 

○・  公共建築工事共通費積算基準（ 最新版 ） 

○・  公共建築工事標準単価積算基準（ 最新版 ） 

○・  建築物解体工事共通仕様書（最新版） 

・ 耐震診断基準・同解説，改修設計指針・同解説 

（国土交通省住宅建築指導課監修 最新版） 

・ 屋内運動場等の耐震性能診断基準 （ 文部科学省大臣官房文教施設企画部 ） 

○・  広島県公共建築物等木材利用促進方針 

 

イ 建 築 

○・  建築工事設計図書作成基準 （ 最新版 ） 

○・  公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

・ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（ 最新版 ） 

○・  木造建築工事標準仕様書 （ 最新版 ） 

○・  建築設計基準 （ 最新版 ） 

○・  建築構造設計基準 （ 最新版 ） 

○・  建築工事標準詳細図 （ 最新版 ） 

○・  木造計画設計基準・同解説 （ 最新版 ） 

・  

 

ウ 建築積算  

○・  公共建築数量積算基準 （ 最新版 ） 

○・  公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）（ 最新版 ） 

○・  広島県営繕工事内訳書作成要領（建築工事編） （ 最新版 ） 

○・  公共建築工事見積標準書式（建築工事編）（ 最新版 ） 

・   

 

エ 設 備 

○・  建築設備計画基準 （ 最新版 ） 

○・  建築設備設計基準 （ 最新版 ） 

○・  建築設備工事設計図書作成基準 （ 最新版 ） 

○・  公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（ 最新版 ） 

○・  公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（ 最新版 ） 

・ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（ 最新版 ） 

○・  公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （ 最新版 ） 

○・  公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） （ 最新版 ） 

・ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（ 最新版 ） 

・ 排水再利用・雨水利用システム計画基準 （ 最新版 ） 

○・  建築設備耐震設計・施工指針 （ 最新版 ） 
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・  

 

オ 設備積算  

○・  公共建築設備数量積算基準 （ 最新版 ） 

○・  公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） （ 最新版 ） 

○・  公共建築工事見積標準書式（設備工事編） （ 最新版 ） 

・  

 

(3)  業務計画書（業務組織計画表） 

業務計画書として，次の内容を記載した業務組織計画表を，「委任（下請負）承諾願」

に添付し，提出すること。（共通仕様書第３章 ３．５の規定は適用しない。） 

ア 管理技術者の氏名，生年月日，所属・役職，保有資格，経験年数等 

イ 各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月目、所属・役職、保有資格、経験年 

数等 

ウ 担当技術者の分担業務分野、所属、氏名、生年月日、保有資格、経験年数等 

エ 協力事務所の名称、分担業務分野、協力を受ける理由及び具体的内容 

オ 分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者の氏名・生年

月日・所属・役職・保有資格・経験年数等 （建築、構造、電気及び機械以外に分担

業務分野がある場合） 

カ 緊急連絡先 

キ その他 

 

（4） 管理技術者の資格要件 

ア 管理技術者の資格要件は次による。なお，受注者が個人である場合にあってはその

者，会社その他法人である場合にあっては当該法人に所属するものを配置しなければ

ならない。 

* 建築士法（昭和25年法律第 202号。以下同じ。）の規定により，当該施設の設計を

するに当り免許が必要な場合は，それを有するもの。 

○・  建築士法第２条第２項に規定する一級建築士 

・ 建築士法第２条第５項に規定する建築設備士 

・ 建築士法第10条の２の２第４項に規定する構造設計一級建築士 

・ 建築士法第10条の２の２第４項に規定する設備設計一級建築士 

・ （公社）日本建築積算協会が付与する建築積算資格者 

・                                    

イ 専門分野を担当する主任担当技術者の資格要件は次による。 

  ①建築 

    ・   

  ②電気設備 

    ・   
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  ③機械設備 

    ・   

  ・ 当業務の受注者は，計画通知申請業務に当って，建築士法の規定により構造設計

一級建築士あるいは設備設計一級建築士による法適合確認が必要な場合は，資格者が

自ら設計するか，これらに法適合確認を依頼すること。 

 

(5) 貸与資料等 

ア 既存設計図書等 

・ 既存建築物設計図書一式 

○・  各種工事特記仕様書 

○・  敷地測量図 

○・  参考図面のＣＡＤデータ 

イ 既存資料 

○・  既存地質調査資料（柱状図） 

・ 基本計画図（基本計画書） 

○・  （財）建築コスト管理研究所の内訳書作成システム用ＣＤ（名称ファイル，金抜

き複合単価ファイル） 

○・  類似設計例の参考設計図書 

・   

 

(6)  コスト縮減等の検討 

本業務の中でコスト縮減等に係る検討の必要が生じた場合は，調査職員と協議し，次の

資料の作成を行う。 

ア 工事概要説明資料 

イ コスト縮減等に係る検討資料 

（ア）検討事項 

次の事項のうち，調査職員が必要として指示する事項 

 仮設計画，動線計画，基本スパン割，断面計画，地業計画，平面計画，主要仕上げ計

画（外壁，屋根，防水，主要室内装），設備（電気・機械）計画（基本方針，幹線ルー

ト，梁スラブ下の基準配管等） 

（イ）検討内容 

a コスト縮減対策（建設コスト，時間的コスト，ライフサイクルコスト等）として有

効なものとして採択した事項（コスト縮減提案） 

b 品質向上に配慮した事項（施設の長寿命化，維持管理の推進，環境負荷低減等） 

 

(7)  電子納品対象業務 

＊ 本業務は電子納品対象業務とする。 

電子納品とは，「調査，設計，工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納

品すること」をいう。ここでいう電子データとは「建築設計業務等電子納品要領」
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に基づき作成されたものを指す。なお、電子化に要する費用は諸経費に含まれてい

るものとする。 

 

(8)  情報共有システム対象業務 

＊ 本業務は受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより，業務の効率化

を図る情報共有システムの対象とする。 

ア 運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガ

イドライン」という。）に基づき実施すること。なお，ガイドラインにある工 事

に関する規程等は業務委託に関する規程等に読み替える。 

イ 本業務で使用する情報共有システムは次とする。 

広島県工事中情報共有システム 

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html 

ウ 調査職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サー

ビス提供者」という。）との契約は，受注者が行い，利用料を支払うものとする。 

エ 受注者は，調査職員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握，利用にあた

っての評価を行うためアンケート等を求められた場合，協力しなければならない。 

  

(9)  成果物の取り扱いについて 

提出されたＣＡＤデータ等については、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当

該工事における施工図及び完成図の作成に使用するなど、建築設計業務等委託契約約款

第８条第１項の規定の範囲内で使用することがある。 

 

(10)  業務実績情報の登録について 

・ 不要とする。 

＊ 要する。 （受注者は、公共建築設計者情報システム（PUBDIS）に「業務カルテ」

を登録する。なお、登録に先立ち、登録内容について，調査職員の確認

を受ける。また，業務完了検査時には，登録されることを証明する資料

として，「業務カルテ仮登録（調査職員の押印済み）」を検査職員に提

出し確認を受け，業務完了後に速やかに登録を行う。） 

 

(11)  地元関係者等への説明、交渉等 

・ 本業務の実施に伴い、（                      ）等で構成

する協議会等を設置する。協議会等の運営は受注者が行う。 

○・  受注者は、発注者が行う地元関係者等への説明、交渉等の際にこれに協力する。 

 

(12)  設計に際しての基本方針 

 設計に際しては，調査職員と十分な連絡調整を行い，設計条件の明確化を図るものとし，

次の点に留意すること。 

 ア 地盤，構造体，仕上げ及び機器の安全性 
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 イ 設計施設と周辺の環境との調和 

 ウ 使用上の利便 

 エ 経済性，維持管理の容易性及び各種設備更新時の検討 

 オ 工事の安全性及び公衆災害の防止 

 カ 条件明示（原則として特記仕様書（施工条件）に記入すること） 

 キ 分別解体の適正化（物品，作業種別，有害物質の有無を明示した処理表を含む仕

様書を作成すること） 

 

(13)  積算に際しての留意事項 

 工事内訳書の単価については，建設物価・積算資料等の設計月の刊行物を採用し，見積

りによる場合は，３社以上の見積りを徴集し比較表を作成して，最低見積額を採用するこ

と。なお，見積りを依頼する前には，調査職員に見積り依頼先名簿届を提出し承諾を得る

こと。また，工事内訳書は，（一財）建築コスト管理システム研究所の内訳書作成システ

ム（ＲＩＢＣ２）の内訳書作成システムによる電子データファイルを紙データと併せて提

出すること。 

 

(14)  建築設計と設備設計等（別途契約）との相互調整について 

・ 業務の実施に当っては，建築設計及び設備設計等の受注者は相互に設計内容の調整及

び確認を行い，相互の業務に必要な図面又は資料（ＣＡＤデータ等の電子データを含む）

は必要な時期に，別契約の受注者に提供すること。 

 

(15)  協力業者（下請け業者）との契約について 

  協力業者（下請け業者）との契約に当っては，平成31年1月21日付け国土交通省告示第

九十八号によって示された構造及び設備の報酬基準を参考に，設計品質を確保する上で

必要な報酬額で契約するよう努めること。 

 また，第三者に再委託する場合に，発注者の承諾を得なくてもよい簡易な業務は，コピ

ー，ワープロ，印刷，製本，計算処理（構造計算，設備計算及び積算を除く。），トレ

ース，資料整理，模型製作，透視図作成に限る。 

 

(16)  石綿の使用状況の調査 

＊ 解体又は改修工事等の設計に際しては，石綿含有建材の使用状況（アスベスト含有

の有無等）の調査し解体等工事の事前調査結果報告書を提出すること。なお，調査方

法等は，建築物解体工事共通仕様書・同解説（最新版）の6．1．3施工調査及び公共建

築改修工事標準仕様書（建築工事編）・建築改修工事監理指針（最新版）の9.1.1（ｄ）

施工調査により実施すること。分析調査の方法については，JIS A 1481-１により実施

すること。また，試料採取による分析調査箇所数は下記のとおり見込んでいる。分析

調査費には調査職員が立会する際の，保護具の費用（処分費を含む）について，含ん

でいる。 

【試料採取による分析必要箇所数】 
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ア 石綿含有吹付け材・・・（             ）試料 

イ 石綿含有保温材等・・・（             ）試料 

ウ 石綿含有成形板  ・・・（             ）試料 

エ 石綿含有仕上塗材等・・・（             ）試料 

オ 

○・  行わない 

 

(17)  特別管理産業廃棄物等の調査 

  ・ 解体又は改修工事等の設計に際しては，特別管理産業廃棄物等（ＰＣＢを含む機

器類，ＰＣＢ含有シーリング材，廃油，廃酸・廃アルカリ，フロン・ハロン，イオン

化式感知器，六ふっ化硫黄ガス等（廃石綿は除く））の有害物質の有無について調査

を行うこと。また，資料採取による分析調査箇所数は下記のとおり見込んでいる。 

【試料採取による分析必要箇所数】 

 ア ＰＣＢ含有シーリング材（               ）試料 

 イ 

○・  行わない 

 

(18)  低入札価格調査対象業務に係る業務完了後調査 

・ 低入札価格調査の対象となった業務については，「測量・建設コンサルタント等業

務における低入札価格調査制度事務取扱要綱」に基づき，業務完了後調査を実施する。

対象業務の受注者は，業務完了検査合格後２ヶ月以内に必要書類を提出し，ヒアリン

グ調査実施時に備えて必要な資料等を提示できるように準備しておくこと。 

 

(19)  労働環境改善（ウィークリースタンス）について 

＊ 本業務は労働環境改善（ウィークリースタンス）を目的とした業務であり，次によ

り実施する。 

ア 初回打合せ時に，発注者から受注者に本取組の内容を説明するとともに，取り組む

意思， 内容を別紙－１「ウィークリースタンス推進チェックシート（初回打合せ時）」

（以下「別紙－１」という。）を基に確認し設定する。取組期間については，初回打

合せ時（実施内容を設定した日）から工期末までとする。 

イ 受注者は，取組内容を，別紙－1にて整理し，打合せ記録簿と合わせて提出し，受発

注間で共有する。 

ウ 中間打合せ等を利用し，受発注間で取組のフォローアップ等を行う。 

エ 成果物納入時の打合せにおいて，実施結果（効果・改善点等）を受発注者双方で確 

認し，別紙－２「ウィークリースタンス推進チェックシート（実施結果）」に記入し

打合せ記録簿で提出し，共有する。 

オ 様式については「広島県の調達情報」のお知らせに掲載している。 

ＵＲＬ:https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/index.html 
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(20)  その他 

ア 設計図面と現地に齟齬がないよう留意すること。 

イ 各種届出及び手続等について，官公署と事前に協議を行い，調査職員に報告するこ

と。 

ウ 期間別業務履行報告書は，その時点でできている図面（縮小したもの）を添付し，

直接県庁営繕課に持参し，打合わせを行うこと。 

エ 工事内訳書提出時には，数量積算書，内訳書単価根拠書類，使用機器・材料のカタ

ログ等の資料を合わせて提出すること。 

オ 平面決裁時には平面図，立面図，断面図，外部仕上げ表と概算工事費を提出するこ

と。 

カ 関係法令等を遵守し，設計を進めること。 

キ 本業務委託費には計画通知手数料を含んでいる。
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５ 成果物，提出部数等 

（1） 基本設計 

成 果 物 規格及び部数 備考 

○・  建築（総合）基本設計図書 １部 A3製本 

○・  建築（構造）基本設計図書 １部 A3製本 

○・  電気設備基本設計図書 １部 A3製本 

○・  機械設備基本設計図書 １部 A3製本 

○・  透視図 ２カット A3程度 額付きカラー 

電子データ共 

・ 鳥観図 カット A3程度 額付きカラー 

電子データ共 

○・  模型 一式  

・ リサイクル計画書 １部  

○・  電子成果品 ２部 電子メディアにて提出 

○・  コスト縮減等の検討資料（中間報

告） 

１部  

○・  各種技術資料 １部  

○・  業務打合せ簿・打合せ記録簿 １部  

・ 建築物総合環境性能評価システム

（CASBEE）目標値報告書 

１部  

○・  概算工事費算出資料 １部  

・    

・     

（注）：建築（構造），電気設備及び機械設備の成果物は，建築（総合）基本設計の成果

物の中に含めることができる。 

  ：成果物は調査職員の指示により製本とする。 

  ：電子成果品の提出は，「建築設計業務等電子納品要領（以下「要領」）」に基づ

いて作成する。「要領」で特に記載が無い項目は，提出する義務はないが，「要領」

の解釈に疑義がある場合は調査職員と協議の上，電子化の是非を決定する。また，

成果品提出の際には，ウイルス対策を実施した上で提出すること。 
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（2） 実施設計 

成 果 物 規格及び部数 備考 

○・  建築（総合）設計図 １部 原図 

○・  建築（構造）設計図 １部 原図 

○・  電気設備設計図 １部 原図 

○・  機械設備設計図 １部 原図 

○・  構造計算書 １部（A4版製

本） 

ALC外壁パネル工事，屋根工事等については，

建築基準法に基づく風速等に応じた標準的

な工法検討及び詳細図の作成まで含む。 

○・  電気設備設計計算書 １部  

○・  機械設備設計計算書 １部  

・ 昇降機設備設計計算書 １部  

○・  電子成果品 （エラーチェッ

ク含む） 

２部 電子メディアにて提出 

○・  積算数量算出書（数量調書含

む） 

１部  

○・  工事内訳書 １部 金額入り 電子データ共 

○・  内訳書単価根拠資料（単価比

較表，見積書，使用機器・材料

カタログ等） 

１部  

○・  数量算出及び積算数量調書チ

ェックリスト 

１部 国土交通省ＨＰの公共建築工事積算基準等

関連資料に掲載の様式で提出すること。

（http://www.mlit.go.jp/gobuild/shiryou

_sekisan_unnyou.htm） 

○・  数量チェックシート 1部 国土交通省ＨＰの公共建築工事積算基準等

関連資料に掲載の様式で提出すること。

（http://www.mlit.go.jp/gobuild/shiryou

_sekisan_unnyou.htm） 

建築工事のみに適用 

○・  関係法令等に基づく必要な各

種申請図書（計画通知図書等） 

必要部数 手続きを含み，計画通知書については，第１

面～第５面と確認済証をＰＤＦデータで提

出すること。 

・ 省エネルギー関係計算書 １部  

・ 建築物環境性能評価システム

（CASBEE）による計算書 

１部  

・ リサイクル計画書 １部  

○・  概略工事工程表 １部  

○・  コスト縮減等の検討資料 １部  

・ 防災計画書 １部  

・ 環境配慮システムチェック表 １部 広島県環境配慮推進要綱による 
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・ テレビ電波障害調査報告書 １部 測定結果一覧表，調査所見，測定写真，受信

障害予想地域図，住宅地域図等を添付 

・ PCB分析報告書 １部  

○・  各種技術資料 １部 必要に応じて提出すること。 

○・  透視図 ２カット A3程度 額付きカラー 電子データ共 

・ 鳥観図  カット A3程度 額付きカラー 電子データ共 

○・  模型 一式  

○・  広報説明用資料（デフォルメ

化した説明用図面を含む） 

１部 デフォルメ図面のレイアウト，カラー等は調

査職員と協議の上決定（電子データ共） 

○・  業務打合せ簿・打合せ記録簿 １部 官公署との設計協議書及び協議記録簿等を

含む 

○・  現況写真及び現地調査資料 １部 Ａ４版製本 写真及び画像データ共 

・ 設計図二つ折り製本 部 Ａ   版製本 

・ 稟議用Ａ４版製本 １部  

○・  見積依頼先名簿届 １部 必要に応じて指定様式で提出すること。 

○・  貸与品借用（返納書） １部 必要に応じて指定様式で提出すること。 

・ 解体等工事の事前調査結果報

告書 

１部  

・    

提出を要する事務書類 部数 備考 

＊ 管理技術者選任（変更）通知

書 

２部 管理技術者と受注者との雇用関係が確認で

きるもの（健康保険証の写し等）を添付 免

許・資格については証する写しを添付。 

＊ 誓約書 ２部 管理技術者の兼務制限について 

＊ 業務工程表 ２部  

＊ 期間別業務履行報告書 毎回１部 期間内に作成した図面を添付 提出回数及

び提出日は毎月２回で，15日と月末日とす

る。 

＊ 委任（下請負）承諾願 ２部 業務組織計画表を添付。 

＊ 委託業務完了通知書 １部  

＊ 引渡書 １部  

＊ 請求書 １部  

・    

・    

・    

・    

・    

（注）：建築（構造）の成果物は，建築（総合）実施設計の成果物の中に含めることができる。 

：成果物は調査職員の指示により製本とする。 

：積算数量算出書の作成は，営繕積算システムRIBC（（一財）建築コスト管理システム 

研究所）による。 
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：電子成果品の提出は，「建築設計業務等電子納品要領（以下「要領」）」に基づいて

作成する。「要領」で特に記載が無い項目は，提出する義務はないが，「要領」の解釈

に疑義がある場合は調査職員と協議の上，電子化の是非を決定する。また，成果品提出

の際には，ウイルス対策を実施した上で提出すること。 
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別紙 

事業計画概要 

 

 (１) 施設の構造・規模 

 ア 構造 

指定なし，２階建て 

イ 規模 

延床面積約 90㎡ 

 

 (２) 施設計画 

ア 建物概要※１ 

区分 配置階層・諸室 使用者 想定面積 

庁舎 １階 執務室 勤務員 約 15 ㎡ 

  客溜り 一般来所者 約８㎡ 

  事務室 勤務員 約 10 ㎡ 

  相談室（ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ） 勤務員と一般来所者 約５㎡ 

  多目的トイレ※２ 一般来所者 適宜 

  湯沸コーナー 勤務員 適宜 

 ２階 勤務員用トイレ（男性） 勤務員 適宜 

  仮眠室（男性） 勤務員 適宜 

  仮眠室（女性） 勤務員 適宜 

外構 公務用 駐輪スペース 勤務員 ８台程度 

  駐車スペース 勤務員 １台程度 

 物置 勤務員 適宜 

 一般用 駐車スペース 一般来所者 １台程度 

  駐輪スペース※２ 一般来所者 2～3台程度 

※1 附帯する電気設備，機械設備及び外構（花壇等の既存工作物の解体設計を含む。）等 

の設計を含む。 

      ※2 一般来所者用の多目的トイレ・駐輪スペースは確保が可能である場合のみ。 

 

イ 敷地の場所 広島県福山市三之丸町１２－１５ 

ウ 敷地面積 約１８４㎡ 

エ 施設用途 交番（１当務あたりの勤務員数４～５人） 

オ 建設工事費 約８５百万円（消費税及び地方消費税相当額を除く） 

建築工事，各種設備工事及び外構工事（計画敷地内の花壇等既存工作物の撤去，樹木の撤

去，整地工事等を含む）を想定しており，設計金額を予定工事費内に納めること。 

なお，受注者の責めに帰すべき事由により，履行期間内に予定工事費内に納まった設計図書

の納品ができない場合は，損害賠償の請求や契約解除を行うことがあるので留意すること。 

  

(３) 施設計画の基本条件 
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ア 必要諸室 

  諸室配置等の検討にあたっては，前（２）アを参考に計画すること。 

イ 敷地利用・配置計画 

・敷地条件を踏まえて，機能的かつ効率的な施設配置・動線計画とすること。 

・公務用駐輪スペースは，目隠しフェンス等により囲障措置を講じるとともに，勤務員が外及

び庁舎内からアクセス出来るようにすること。 

・公務用駐輪スペースには物置を設置すること。 

・執務スペースを十分に確保した上で，公務用及び一般来庁者用の駐車スペースは，各 1台分

を確保すること。なお，一般来庁者用の駐車スペースへの動線については，隣接する市営駐

車場の入口，出口を利用する計画とすること。 

・周囲の道路計画について：敷地の南北に接する市道には，それぞれ横断歩道が設置される予

定であることから，歩行者の動線に配慮した配置とすること。 

ウ 平面・動線計画 

【１階部分】 

・各諸室は執務室を中心に配置し，事務室及び相談室（コミュニティスペース）への動線につ

いては，執務室を介してのみ行えるようにすること。 

・各諸室には扉を設けること。 

・多目的トイレを設置する場合は客溜りから入室できるようにすること。 

・執務室と客溜りは隣接させ，その間は，十分な強度を持ったカウンターで隔て，当該カウン

ター上にはポリカーボネート製の仕切板を設置すること。また，客溜りから執務室への出入

口にはドア（1.4ｍ程度の高さ，施錠あり）を設置すること。 

・執務室の受付カウンターでは最低２名が受付業務を行えるスペースを確保すること。 

・執務室の受付カウンターは，勤務員側から同カウンター越しに出入口及び建物周辺が見通せ

る配置とすること。 

・受付カウンターから見て執務室に死角となる箇所が生じないようにすること。  

・建物内への出入口は，正面出入口の他に，公務用駐輪スペース等と繋がる裏口を設けること。 

・勤務員用のヘルメット・カッパ置き場を設けること。 

【２階部分】 

・仮眠室（男性）は４名，仮眠室（女性）は２名が，それぞれ同時に仮眠できるようにするこ

と。（男性仮眠室には二段ベッド２つ，女性仮眠室には二段ベッド１つを設置すること。） 

・仮眠室（男女共）内には，勤務員が利用するロッカーや，貴重品を保管するための金庫を置

くスペースを確保すること。 

【共通事項】 

・交番勤務員の不在時等を想定し，施設のセキュリティ範囲を明確にさせ，執務室に通じる各

室等へは扉を設置し，施錠等の措置を行うようにすること。 

・一般来所者の使用が想定されない諸室については，セキュリティやプライバシーに配慮した

空間となるよう計画すること。 

エ 階層・断面計画 

・各階の階高は，室空間の広さや機能性に配慮した適切な設定（執務室の高さは 2.5ｍ以上と

すること。）とし，一般来所者による物の投げ込みや飛び降りなどの恐れのある吹き抜け部
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分や物を引っかけること等が可能な配管の露出等のない計画とすること。 

オ 意匠計画 

・周辺環境，景観に調和した圧迫感のない外観デザインとし，色彩にも配慮すること。（建物

の最高高さは 13ｍ以下とすること。） 

・内装については，警察施設に相応しい華美でなくシンプルで機能的なデザインとし，使い勝

手を考慮した計画とすること。 

・アプローチ及び客溜りについては，一般来所者が気軽に利用しやすい開放感のある空間計画

とし，温かみの感じられる内装デザインや，広島県産木材の積極的な活用にも配慮すること。 

カ ユニバーサルデザイン計画 

・計画地内や施設内は，極力，段差や壁の突起物を避け，危険がないよう配慮すること。 

・受付カウンターは来所者が座って相談ができるようローカウンターも設置すること。 

・車いす利用者も利用しやすい施設となるよう，室の形状や机の配置，動線計画などに配慮す

ること。 

・条例や各種基準を踏まえ，外国人に配慮した多言語表示を行うなど，誰にでも見やすく分か

りやすいサイン計画とすること。 

・交番外壁には「POLICE」「KOBAN」の表示を行うこと。 

キ 構造計画 

・構造計画について，近隣のボーリング柱状図を参考に構造検討を行うこと。なお，本敷地の

地盤調査結果については令和３年９月に提供する予定であるため，実施設計については，本

敷地の地盤データに基づいて設計を行うこと。 

ク 環境・設備計画 

・外壁の素材は，耐久性・耐候性に優れたものとするほか，設備機器の仕様の選定においても，

耐久性やメンテナンス性及び環境負荷低減に配慮した設計とするなど，建物の長寿命化を考

慮した設計とすること。 

・各諸室にエアコンを設置（別途工事）する予定であることから，設計においては，配管，配

線を計画すること。 

・客溜りには手洗い場を設けること。（１階部分に一般来所者用の多目的トイレを設置する場

合は，多目的トイレ内の手洗い場により兼ねることも可とする。） 

・仮眠室（男性）内には，シャワールーム及び脱衣所（洗面台を含む）を，仮眠室（女性）内

には，ユニットバス（風呂，トイレ，洗面台）をそれぞれ設けること。 

・電気の引込みは，各関係機関と調整のうえ，地中埋設で行うこと。 

・上下水は，南側歩道地下埋設管への接続を基本とすること。 

なお，敷地内の既存散水栓は，各関係機関と調整のうえ，方針を決定すること。 

ケ 作業計画・仮設計画 

・計画敷地内での作業を前提として計画すること（東側隣接地（福山市営駐車場）の使用可否

については，福山市と協議中）。 

コ その他 

・一般来所者がアプローチできる部分に使用する素材については，放火や破壊にも配慮するこ

と。 
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No.1

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
積算 ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 1/ 100

○ 1/ 100

○ 1/ 100

○ 1/ 100

○ 1/ 100

○ 1/ 50

○

○ 1/ 50

○ 1/ 50

○ 1/ 50

○ 1/ 10～50

1

0.5

委託範囲及び設計図作成要領(建築工事）

様式
支給

（10）

0.5

矩計図

展開図

平面詳細図

部分詳細図

詳細図と兼ねてよい

下階から上に追う

2

工事日程計画書

構造計画概要書及び仕様概要書

面積表

仕上表

敷地案内図

配置図

構造計画図

工事費概算書(建設コスト縮減等検討資料も含む）

一般構造(図面の縮尺及び注意事項）

広島県福祉のまちづくり条例と
ハートビル法整備区分表

共通仕様書

特記仕様書

手続き

目次

工事概要

別途工事区分表

建具位置図

建具表

外構図

日影図

平面図

立面図

断面図

各伏図

1

工事名称，工事場
所，建物概要(構造，
規模等)，工事範囲及
び区分の明記，数量
表(参考)

左記の条件等の適用整備状況を一覧
表に整理すること

必要な場合だけ

小規模建物は，平
面に併記してよい

記入順序は，積算
要領による

区　　分

実
施
設
計

仕
様
書

総
合

一
般
図

詳
細
図

参考枚数

仕様書の指定及び一般事項

特に指定，指示する事項及び共通仕
様書に準拠しない事項

1

1

1

1

1

1

1

計画通知，各種許可申請書等に伴う
届出書類の作成及び法規手続きの代
行等を含む

一式

4

2

5

1

2

区分 内容
委託
範囲

業務名称：福山東警察署駅前交番庁舎新築工事に伴う基本設計及び実施設計委託

設　計
資　料

基
本
設
計

設
計
図
書

総
合

構
造

調査研究企画報告書

関連技術資料書

各種法令手続きのための技術資料の作成

計画説明書

仕様計画概要書

仕上計画表

面積表及び求積表

敷地案内図

配置計画図

平面(各階)及び動線計画図

断面計画図

立面計画図

矩計図
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委託

範囲 No.2

○ 1/ 100

○ 1/ 100

○ 1/ 100

○ 1/ 50

○ 1/ 50

○ 1/ 100

○ 1/ 30

○ 1/ 30

○

構造計算のルート

まで行うこと(別紙ﾙ

ｰﾄ表による)

重要度係数

I= とする

○ 構　造

電気設備
機械設備

鳥瞰図 1/ 150 程度

○ 透視図 1/ 150 程度

○ 模　型 1/ 50 程度

○ 仮設計画図

備考欄

１

２

３ 設計図書の最低必要枚数は，概ねＡ 2 版－ 47 枚程度とする。 【新築】

４ 設計図書の最低必要枚数は，概ねＡ 2 版－ 10 枚程度とする。 【工作物解体】

５

0.5

架構図

杭伏図

設計図の作成は，概ね上表によるものとする。ただし，建物内容及び図面構成に応
じて併記してもよい。

この表にないもの又はこの表によることが適当でないものは，適宜作成する。

総　合

内訳書ファイルＦＤ(工事内訳書）

数量計算書，見積比較表，見積り書
等の作成

建設コスト縮減資料書の作成

一式

一式

1

一式

一式

1

1

2

1

階段，壁リスト及び雑配筋 1

地質調査図

床版リスト，配筋図

構造計算書
実
施
設
計

積算
○

○

計
算
書

○

構
造
図

構
造

梁リスト

各図面の縮尺については，原則上表によるものとするが，この表によることが適当
でない場合，協議の上決定する。

官公署諸手続き(計画通知，消防設
備計画書)等に伴う建築士のチェッ
ク及び押印を含む

を含む

【新築】
・部分詳細図はディテールを明確に図示すること。
・フェンス等の工作物の図面（詳細図）を作成すること。
・雨水排水平面図，勾配図，枡リストを作成すること。
・材料，仕様などの名称は「公共建築工事標準仕様書（最新版）」に基づき記入するこ
と。
・類似設計を参考に設計すること。

【工作物解体】
・上表とは別に工作物解体撤去工事に係る図面を10枚程度（特記仕様書を含む）を作成
し，数量を作成すること。※解体工事特記仕様書については支給する。
・工作物解体後の整地等についての図面を作成すること。

【その他】
・現況と図面とで齟齬が生じないよう，十分な現地調査を行うこと。
・本表以外の必要書類については，特記仕様書によること。

手続き

省エネルギー計算書(ＰＡＬ)

一式

その他

基礎伏図に併記してよい

基礎伏図

2

柱リスト 0.5

各階構造伏図

1

区　　分 一般構造(図面の縮尺及び注意事項） 参考枚数

委託範囲及び設計図作成要領(建築工事）
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No.1

委託
範囲

調査研究企画報告書

○ 関連技術資料

○ 各種法令手続きのための技術資料の作成

○ 計画説明書

○ 電気設備計画概要書

○ 仕様概要書

○ 各種技術資料

○ 工事費概算書及び工事日程計画書（電気設備コスト縮減資料も含む）

〇 共通仕様書 仕様書の指定，一般事項（指定様式に記入）

〇 特記仕様書 特に指定，指示する事項又は，仕様書により難い事項

〇 工事概要・敷地案内図・配置図 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設 解体図含む

工事区分表

構内配電線路図 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

配置図

電灯設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

系統（幹線）図,分電盤（制御盤）回路図

参考姿図（特殊）,平面図 （詳細図）

動力設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

系統（幹線）図,分電盤（制御盤）回路図

参考姿図（特殊）,平面図 （詳細図）

雷保護設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

平面図（詳細図）,参考姿図（特殊）

受変電設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

平面図（詳細図）,参考姿図（特殊）,回路図

電力貯蔵設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

平面図（詳細図）,参考姿図（特殊）,回路図

発電設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

平面図（詳細図）,参考姿図（特殊）,回路図

構内通信線路図 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

配置図

構内情報通信網設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

系統図 ,平面図（詳細図）,参考姿図（特殊）

構内交換設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

系統図 ,平面図（詳細図）,参考姿図（特殊）

情報表示設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

系統図 ,平面図（詳細図）,参考姿図（特殊）

映像・音響設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

系統図 ,平面図（詳細図）,参考姿図（特殊）

拡声設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

系統図 ,平面図（詳細図）,参考姿図（特殊）

誘導支援設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

系統図 ,平面図（詳細図）,参考姿図（特殊）

テレビ共同受信設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設 ・一般 ・ BS

系統図 ,平面図（詳細図）,参考姿図（特殊） ・ CS

テレビ電波障害除去設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

系統図 ,平面図（詳細図）,参考姿図（特殊）

監視カメラ設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

系統図 ,平面図（詳細図）,参考姿図（特殊）
〇 0.5

〇 0.5

〇 1

〇 0.5

0.5
0.5

設

計

図

面

共

通
1

電

力

設

備

〇 1

〇 5

通

信

・

情

報

設

備

〇 0.5

基
本
設
計

設
計
資
料

設
計
図
書

実

施

設

計

仕
様
書

委託範囲及び設計図作成要領(電気設備工事）

業務名称：福山東警察署駅前交番庁舎新築工事に伴う基本設計及び実施設計委託

区　分 内　　容 備考 参考枚数
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No.2
委託
範囲

駐車場管制設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

系統図 ,平面図（詳細図）,参考姿図（特殊）

防犯・入退室管理設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

系統図 ,平面図（詳細図）,参考姿図（特殊）

火災報知設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

系統図 ,平面図（詳細図）,参考姿図（特殊）

中央監視制御設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

系統図 ,平面図（詳細図）,参考姿図（特殊）

昇降機設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

平面図 （詳細図）,参考姿図（特殊）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

受変電設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

発電設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

〇 電圧降下 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

〇 照度 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

ラック幅

コスト縮減算定書

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

積算明細書の作成

数量算出書（数量集計表，数量計算書，拾い図）

労務工数積算書

単価根拠（比較表，単価情報誌，カタログ，見積書[原本]） 最新号（写し可）

複合単価表（営繕積算システム（Ribc）内で作成のこと）

電波障害

概算費用，ポイント数電波方向に対するポイント数（   　P） 特記なき場合５P

ＰＣＢ調査

消防届出

省エネ届出

発電設備届出

備考欄
1 設計図面は，Ａ- 2 版とし，枚数は概ね 11 枚とする。

2 設計図の縮尺は，配置図及び構内図；1/500，平面図；1/100，詳細図；1/50を標準とする。

3 共通仕様書，特記仕様書は，営繕課ＨＰ参照。

（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/235/sekkeiyoushiki.html）
4 設計図の作成は，概ね上記によるものとする。ただし，著しく上記により難い場合は別途協議する。

5 設計図面は，原図と合わせてＣＡＤを提出すること。（JWWファイル形式）

6 設計図の作成にあたっては,公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編，国土交通省大臣官房庁営繕部

監修)建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）,電気設備の技術基準並びに関係法令

に基づき作成すること。

その他

1

2

3

一式
各

種

手

続

き

そ

の

他

各

種

調

査

そ

の

他

一式

積

算

〇 一式

計

算

書

実

施

設

計

設

計

図

面

通
信
・
情
報
設
備

区　分 内　　容 備考 参考枚数

委託範囲及び設計図作成要領(電気設備工事）
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No.1

― 調査研究企画報告書

○ 関連技術資料

○ 各種法令手続きのための技術資料の作成

○ 計画説明書

○ 給排水衛生設備計画概要

○ 空調換気設計計画概要書

○ 仕様概要書

○ 各種技術資料

○ 工事費概算書及び工事日程計画表

工事仕様書 工事概要

〇 共通仕様書（仕様書の指定及び一般事項） 支給

〇 特記仕様書（特に指定，指示する事項）

工事区分表

〇 敷地案内図

〇 配置図 1/200～1/600

矩計図

配管,ﾀﾞｸﾄ系統図

（1）冷暖房空調工事で特に必要な場合は原図

１枚にまとめる。

機械器具一覧表 （2）主要機器については，構造，寸法，能力，

動力，数量，制御方式，設置場所，付属品，

仕様書を明記する。

各階平面図 1/100 原則として各階ごとに原図１枚とし，特に１階は

立面図 1/200 屋外配管，別途工事等の関係を明確にする。

（1）厨房は，器具配置・器具表・連絡配管及び

換気ﾀﾞｸﾄ等を原図１～３枚でまとめる。

（2）空調機械室・ﾎﾞｲﾗ－冷凍機械室等は各階平

面図より別に側・断面を詳細に作成し，主

体工事とのおさまり関係及び取合部分を

明確にする。

（3）配管・器具等の複雑な箇所を抜き書き

する。

（4）ﾎﾟﾝﾌﾟ室・冷凍設備・恒温恒室等の特殊設

備は，単独に詳細図を作成する。

動力操作盤 （1）特に電気工事との施工区分を明確に

自動制御計測図 する。

（2）自動制御の目的・方法等を空白部にする。

機器・工作物の図 1/30～1/100 標準図によらない機器は概略図等の表示

設計計算

設備容量計算，熱負荷計算，省エネルギ－計算(CEC/AC　CEC/V　CEC/HW)

内訳書ファイルＣＤ（工事費内訳書）

数量計算，機器見積，見積比較表，一般材料単価表，代価表の作成

計画通知，各種許可申請書等設計に伴う届出書類の作成及び法規手続の代行

〇

委託範囲及び設計図作成要領(機械設備工事）

8

1/20～1/50 2各部詳細図

0.5

1

参考枚数区　　分

1

一式

2

0.5

一式

一式

業務名称：福山東警察署駅前交番庁舎新築工事に伴う基本設計及び実施設計委託

区分
委託
範囲 内容

基
本
設
計

内容

設
計
図
書

実

施

設

計

手
続

積
算

設

計

図

面

計
算

仕
様
書

設
計
資
料

〇

〇

〇

〇

〇
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No.2

備考欄　

１.工事概要

・既存工作物（花壇等）を解体し，交番庁舎の新築を行う。

２．設計方針

・本設計はプロポーザル設計を基にしているため，提案者の意匠設計を

考慮して実施設計を行うこと。

・新設する配管，機器は耐震措置を考慮すること。

・経済性及び施工性について十分考慮した設計を行うこと。

３．留意事項

・詳細図が必要な箇所は，可能な限り平面図中に部分拡大図として表現すること。

・建築工事，電気工事の図面と齟齬が発生しないよう図面を作成すること。

・給排水管の引込み，接続については所管の上下水道局と調整・協議を

行い，記録を残すこと。

・必要に応じて各官公庁と十分協議を行い，記録を残すこと。

その他

1. 設計図の作成は，概ね上表によるものとする。ただし，衛生設備と冷暖房空調設備は

原則として，図面を分離して構成する。

2. この表によらないもの又は，この表によることが適当でないものは，適宜作成する。

3. 設計図書の枚数は，Ａ 2 版- 枚程度とする。

4.  大規模な工事については，別途建築，電気工事との施工区分を明確にするため，区分

 表を作成する。　　

5. 計画通知書に添付を要する，消火設備，浄化槽などの図面を先にまとめる.

6. シンボル，記号，排水桝，詳細等は配管図又は屋外配管図等の空白部に併記する。

15

委託範囲及び設計図作成要領(機械設備工事）
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別紙９ 

 

提案にあたっては，次の計画等を参考にしてください。 

 

○福山駅周辺再生推進課の HP（福山市役所） 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/ekisyuuhensaisei/ 

 

〇福山駅前再生ビジョン   “働く・住む・にぎわい”が一体となった福山駅前の実現に向けて 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/ekisyuuhensaisei/114034.html 

 

○福山駅周辺デザイン計画 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/188338.pdf 

 

○福山市景観条例，福山市景観計画・福山市景観条例・施⾏規則等について 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/toshikeikaku/2124.html 

 

○三之丸町地区優良建築物等整備事業 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/136714.pdf 
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別紙 10 
 

 

過去に実施した広島中央警察署本通交番庁舎の建築設計プロポーザルの関連リンク先は次のとお

りです。 
 

 

○広島中央警察署本通交番庁舎新築工事に伴う基本設計及び実施設計委託に係る公募型建

築プロポーザルの実施結果総集編（プロポーザルの記録 他） 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/235/honndori-zisshikekka.html 

 

○広島中央警察署本通交番庁舎新築工事に伴う基本設計及び実施設計委託に係る公募型

建築プロポーザルの実施について 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/miryoku/hondori-proposal.html 

 

○広島中央警察署本通交番庁舎新築工事に伴う基本設計及び実施設計委託に係る公募型

建築プロポーザルの一次審査結果及び審査会概要について 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/miryoku/hondori-proposal-

itizishinsakekka.html 

 

○広島中央警察署本通交番庁舎新築工事に伴う基本設計及び実施設計委託に係る公募型

建築プロポーザルの２次審査結果及び講評について 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/miryoku/hondori-proposal-

nizisinnsakekka.html 
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